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第１章  計画策定にあたって  

１ 計画の策定、趣旨 

本市では、平成９年３月に「白井町障害者計画」を初めて策定しました。平成14年には

同計画の中間見直しを行い、平成19年３月には障害者自立支援法の施行により市町村

障害福祉計画の策定が義務化されたため、従来の障害者基本法に基づく障害者計画と

一体となった白井市障害福祉プラン（白井市障害者計画・第１期障害福祉計画）を新たに

策定しました。 

 

その後、平成24年には、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関す

る法律＊１が施行され、平成25年には、障害者自立支援法から障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律＊２に改正施行、平成26年には、障害者権利

条約の批准や、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律＊３が施行されるな

ど、障がい者福祉施策が大きな転換期に来たことを踏まえ、平成28年３月に「白井市障

害者計画2016-2025」を策定しました。 

 

さらに、同計画については、令和２年度に障害福祉に関連する社会情勢の変化や、障

がいのある人の人数増加等に対応するため、中間見直し版を策定しました。 

 

このたび、前計画が令和７年度をもって終了することから、近年の障害のある人を取り

巻く状況の変化と障害福祉施策等の動向を踏まえ、令和８年を初年度とする「白井市障

害者計画2026－2032」を策定します。 

 

 

＊１ 以下「障害者虐待防止法」と記載します。 

＊２ 以下「障害者総合支援法」と記載します 

＊３ 以下「障害者差別解消法」と記載します。 
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表 白井市障害者計画の策定経過 

年月 計画名 概要 備考 

平成９年 

３月 

白井町障害者計画－

理解と参加による社会

づくりをめざして－ 

基本理念は「誰もが社会に参加

し、一人ひとりが自らの生き方を主

体的に選択し決定できる社会の実

現」 

白井市（町）で初めての障害

者計画 

平成 14 年 白井市障害者計画（中

間見直し） 

「白井町障害者計画」の中間見直

し（平成 13 年 4 月１日に市制施

行） 

 

 

平成 19 年 

３月 

白井市障害福祉プラン

（白井市障害者計画・

第１期障害福祉計画） 

障害者自立支援法で新たに策定

が義務づけられた市町村障害福

祉計画（第１期）を含む計画 

支援費制度（平成 15 年～）、

障害者自立支援法に基づく３

障がい（身体、知的、精神）が

一元のサービス体系に移行

（平成 18 年～） 

平成 27 年

３月 

白 井 市 障 害 者 計 画

2016-2025 

白井市障害福祉プランのうち、障

害者基本法に基づく障害者計画に

係る部分の改定 

 

平成 24 年 

障害者虐待防止法 

平成 25 年 

障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するた

めの法律 

平成 25 年６月 

障害者差別解消法 

平成 26 年１月 

障害者権利条約の批准 

令和３年 

３月 

白 井 市 障 害 者 計 画

2016-2025 （ 見 直し

版の策定） 

白井市障害者計画 2016-2025

の中間見直しとして策定 
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表 近年の障がい者施策の動向 

年 動向 主な内容 

平成 24 年 

障害者虐待の防止、障害者の養護者

に対する支援等に関する法律（障害者

虐待防止法）の施行 

障がい者に対する虐待の禁止、国等の責務、虐待を受けた障

がい者に対する保護及び自立の支援のための措置や、養護者

に対する支援のための措置等を定めている。 

平成 2５年 

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（障害者総

合支援法）の施行 

障害者自立支援法に代わり制定された。障がいの対象に難病

が加わった他、各自治体が主体的に、地域の実情や利用者の

状況に応じた柔軟な形態で効率的・効果的に行う事業として、

「地域生活支援事業」が位置づけられた。 

平成 26 年 障害者権利条約の批准 

各種障がいに関する法律の整備が進んだため、平成 25 年 12

月に障害者権利条約の締結が国会で承認され、平成 26 年１月

に障害者権利条約の批准書を国連に寄託し、条約の締結国と

なった。 

平成 28 年 
障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律の施行 

障がいを理由とする差別を解消し、誰もが分け隔てられること

なく、共生する社会の実現を目的とし、行政機関や事業者に対

し、障がい者への「不当な差別的取り扱い」を禁止するととも

に、障がい者の要望に基づき、「合理的配慮の提供」を行うこと

が定められた。 

平成 30 年 
障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律の施行 

障がいのある人が自らの望む地域生活を営むことができるよ

う、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢の障が

い者の介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直

し等を図るものとして施行された。 

令和３年 

地域共生社会の実現のための社会福

祉法等の一部を改正する法律（社会

福祉法の改正）の施行 

「包括的な相談体制の整備」が位置づけられ、地域住民の複雑

化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援

体制の構築支援や、地域の特性に応じた認知症施策や介護サ

ービス提供体制の整備等の推進などが定められた。 

令和５年 こども家庭庁の発足 

「こどもまんなか社会*」の実現に向けた政府の司令塔として、こ

どもにまつわる行政の担当を一本化し、幼児期までの健やかな

成長のための環境づくりや、子育て家庭への支援等に関する基

本的な政策を企画立案・推進する行政機関として設立された。

同年 12 月には、少子化対策社会基本法、こども・若者育成支

援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく

3 つの大綱を束ねた「こども大綱」が策定された。 
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年 動向 主な内容 

令和５年 

こども基本法の施行 

全てのこどもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができ

る社会の実現を目指し、こども政策を総合的に推進することを

目的として、こども施策の基本理念のほか、こども大綱の策定

やこども等の意見の反映等について定めるために施行された。

地域共生社会の実現を推進するため

の認知症基本法の施行 

認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分

に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えあいながら共生

する活力ある社会「共生社会」の実現の推進を目的に施行され

た。同法に基づき、自治体では、認知症施策推進基本計画の策

定が定められた。 

令和６年 

改正住宅要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律の施行 

住宅確保要配慮者が安心して居住できる環境を整備するた

め、居住サポート住宅の認定制度等が定められた。 

障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律等の一部

を改正する法律の施行 

障がい者等の地域生活の支援体制の充実、及び障がい者の就

労ニーズに対する支援や障がい者雇用の質の向上の推進、精

神障がい者のニーズに対応した支援などが位置づけられた。 

孤独・孤立対策推進法の施行 

日常生活や社会生活において孤独を感じている人や、社会か

ら孤立していることにより心身に有害な影響を受けている状態

にある人への支援等に関する取り組みについて定められた。 

令和７年 高次脳機能障害者支援法の成立 

高次脳機能障害への理解の促進と、高次脳機能障害の自立及

び社会参加のための生活支援にわたる支援を切れ目なく受け

入れられるようにするため、令和７年１２月に成立、令和８年４月

から施行予定。 
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２ 計画の性格と位置づけ 

◇本計画は、障害者基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画です。 

 

 

 

 

 

 

白井市第６次総合計画（前期基本計画の期間：令和８～12年度）及び白井市地域福祉

計画の個別計画として策定します。 

 

また、国の障害者基本計画に位置づけられた６つの横断的視点、11の基本的な方向を

はじめとして、千葉県障害者計画や、白井市障害福祉計画・障害児福祉計画、白井市高

齢者福祉計画・介護保険事業計画など、本市が策定した各種計画等との整合・連携を図

ります。 

 

図 計画の体系 

 

【国】 

 

 

 

 

 

 

 

【千葉県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※障害者基本法第１１条第３項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者

計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該

市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害

者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

障害者計画 

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

児童福祉法 

障害者基本計画 

（第５次） 

白井市第６次総合計画 
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【参考】 〈障害者計画と障害福祉計画・障害児福祉計画〉 

 障害者計画 障害福祉計画・障害児福祉計画 

根拠法 障害者基本法（第11条第3項） 
障害者総合支援法（第88条） 
児童福祉法（第33条の20） 

主な内容 
障がい者のための施策に関する
基本的な事項を定める。 

障害福祉サービス等の 
確保に関する計画 

計画期間 中長期の計画で、期間任意。 3年を1期 

 

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８年度から令和14年度までの７年間とします。「白井市障

害福祉計画・障害児福祉計画」との期間の整合性を図ることにより、両計画の一体的な

実施を図ります。 

また、評価を実施し、結果を次期計画に反映させます。ただし、本計画期間中に、関係

法令の抜本的な改正その他の重大な状況変化が生じ、それに応じて緊急の計画変更が

必要となった場合には、白井市障害者計画等策定委員会（同委員会が設置されていない

ときは白井市地域自立支援協議会）の意見を聴いた上で必要最低限の変更を行うもの

とします。 

 

図 計画対象年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画策定の体制 

本計画策定に当たっては、策定委員会や庁内の検討組織を設置して検討を重ねるとと

もに、県との連携にも留意しました。 

また、障がいのある人をはじめ市民の意見等を幅広く把握するため、アンケート調査や

障がい者団体等へのヒアリング等を実施することで、課題の把握に努めました。 

  

令和８
年度

令和９
年度

令和１０
年度

令和１１
年度

令和１２
年度

令和１３
年度

令和１４
年度

障害者計画

障害福祉計画

白井市障害者計画

７期

３期

第８期障害福祉計画

第４期障害児福祉計画

第９期障害福祉計画

第５期障害児福祉計画

見直し検討

見直し 見直し 見直し

見直し
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第２章  障がいのある人の現状  

１ 障がいのある人等の状況 

（１）手帳所持者の状況 

本市の令和６年における障害者手帳交付状況は、身体障害者手帳が 1,705人で、総

人口62,364人（住民基本台帳人口）に占める割合はおよそ2.7％、療育手帳（知的障が

い）が495人で総人口のおよそ0.8％、精神障害者保健福祉手帳が609人で総人口の

およそ1.0％となっています。また、自立支援医療制度（精神通院）*の利用者は1,073人

で総人口のおよそ1.7％となっています。 

なお、知的障がい及び精神障がいのある人の手帳所持者数は増加傾向です。 

（身体障害者手帳数については、令和5年度に死亡等の職権一括削除による調整を行

なっています。） 
 

■障がい者（児）数の推移 ～障害者手帳所持者数～  （単位：人） 

 

 

身体障が

い者総数

視 覚 

障がい 

聴覚等

障がい

音声等

障がい

肢 体

不自由

内 部

障がい

知的障がい

者総数 

精神障がい

者総数(手

帳所持者)

令和２年度 1,660 93 134 25 800 608 400 434

令和３年度 1,706 92 141 24 810 639 414 499

令和４年度 1,753 98 149 22 827 657 450 532

令和５年度 1,686 98 141 18 779 650 473 563

令和６年度 1,705 101 147 22 775 660 495 609

                                  資料：白井市障害福祉課 
 

■障がい者（児）数 ～種類・程度別内訳～ 令和 6 年度  （単位：人）  

 ●身体障がい                  

級 別 人 数 比 率 年 代 人 数 比 率 

18歳未満 41 2.4% 

18歳以上40歳未満 108 6.3% 

40歳以上65歳未満 384 22.5% 

65歳以上 1,172 68.7% 

合  計 1,705 100.0% 

 

１ 級 608 35.7% 

２ 級 248 14.5% 

３ 級 223 13.1% 

４ 級 440 25.8% 

５ 級 83 4.9% 

６ 級 103 6.0% 

合 計 1,705 100.0% 

（うち障がい児） 41 2.4% 
 

身体障害者手帳の等級を見ると、１級が全体の35.7％を占めており、最も高くなって

います。また、年齢別では65歳以上の比率が68.7％と最も高くなっています。 

資料：白井市障害福祉課 
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 ●知的障がい 

 軽度 中度 重度 合 計 比 率

18歳未満 96 33 42 171 34.5% 

18歳以上65歳未満 111 83 119 313 63.2% 

65歳以上 2 2 7 11 2.2% 

合  計 209 118 168 495 100.0% 

比 率 42.2% 23.8% 33.9% 100.0%  

 

療育手帳所持者の手帳の程度は、軽度が42.2％と最も高くなっています。また、年齢

別では18歳以上65歳未満が63.2％と最も高くなっています。 

 

 ●精神障がい等 

自立支援

医療 

精神障害者保健福祉手帳所持者 

１級 ２級 ３級 総数 20歳未満 20歳以上 

65歳未満 

65歳以上 総数 

 1,073 65 372 172 609 26 515 68 609

- 10.7% 61.1% 28.2% 100.0% 4.3% 84.6% 11.2% 100.0%

                                     資料：白井市障害福祉課 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者の程度は、２級が61.1％と最も高くなっています。ま

た、年齢別では20歳以上65歳未満が84.6％となっています。 

 

（２）難病等疾患者数の状況 

本市で把握している令和6年度における難病等疾患者数は、特定医療費（指定難病）*

の受給者証所持者が448人、また、小児慢性特定疾病医療費の受給者証所持者が42

人です。 

特定医療費（指定難病）の受給者数は増加傾向であり、小児慢性特定疾病医療費*の

受給者数はやや減少傾向となっています。 

■「難病等受給者証」所持者数 

 所持者数（人） 
うち「小児慢性特定疾患 

医療」（人） 

令和２年度 405 62 

令和３年度 377 51 

令和４年度 410 51 

令和５年度 437 49 

令和６年度 448 42 

資料：印旛保健所事業年報 

資料：白井市障害福祉課 

（令和 6 年度末現在） 
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（３）障害支援区分認定の状況 

障害支援区分の認定者数は、増加しており、令和6年度では218人となっています。区分別

では、いずれの年度も、最重度である「区分６」の人が最も多くなっています。 

 
                                         単位：人  

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 合計 

令和２年度 3 27 42 28 21 51 172 

令和３年度 3 37 35 37 23 53 188 

令和４年度 2 38 37 34 28 54 193 

令和５年度 2 42 38 38 27 58 205 

令和６年度 2 55 38 34 27 62 218 

資料：白井市障害福祉課 

 

 

（４）千葉県との比較（令和６年３月末時点） 

① 人口に占める身体障害者手帳の所有率 

身体障害者手帳の所有率を見ると、本市は県全体と比較して、18～39歳の手帳所持

率が0.94％となっており、千葉県全体の0.60％と比較して、0.34ポイント高くなってい

ます。40歳以上及び全体の割合は県平均より低くなっています。 

級数では、１級では40歳未満では県平均より高く、特に18～39歳では0.9ポイント高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
千葉県平均と比較して、0.5 ポイント以上割合が高い場合は「↑」、0.5 ポイント以上低い場合には「▼」 

人口は令和６年３月末の住民基本台帳人口 
資料：千葉県ホームページ 市町村ごとの障害者手帳所持者数（令和６年３月）より作成 

  

18歳未満 18～39歳 40～64歳 65歳以上 計

千葉県 0.37% 0.60% 1.80% 7.23% 2.81%

0.39% 0.94% 1.72% 6.52% 2.69%

↑ ▼ ▼ ▼
白井市

合計

18歳未
満

18～39
歳

40～64
歳

65歳以
上

計
18歳未

満
18～39

歳
40～64

歳
65歳以

上
計

18歳未
満

18～39
歳

40～64
歳

65歳以
上

計

千葉県 0.20% 0.24% 0.69% 2.45% 1.00% 0.05% 0.11% 0.33% 0.93% 0.40% 0.05% 0.09% 0.22% 1.14% 0.42%

0.28% 0.33% 0.67% 2.17% 0.96% 0.02% 0.18% 0.35% 0.78% 0.38% 0.04% 0.12% 0.13% 0.99% 0.35%

↑ ↑ ▼ ↑ ▼ ▼ ▼ ▼
白井市

１級 ２級 ３級

18歳未
満

18～39
歳

40～64
歳

65歳以
上

計
18歳未

満
18～39

歳
40～64

歳
65歳以

上
計

18歳未
満

18～39
歳

40～64
歳

65歳以
上

計

千葉県 0.03% 0.09% 0.34% 2.02% 0.70% 0.01% 0.04% 0.11% 0.31% 0.13% 0.03% 0.04% 0.10% 0.38% 0.15%

0.02% 0.16% 0.33% 1.94% 0.70% 0.01% 0.08% 0.15% 0.24% 0.14% 0.04% 0.07% 0.09% 0.39% 0.16%

↑ ▼ ▼

６級

白井市

４級 ５級
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② 身体障害者手帳の障がい別の所有率 

障がい別の身体障害者手帳の所有率をみると、本市は県全体と比較して、18～39歳

の聴覚・平衡機能障がい、肢体不自由、39歳以下の内部障がいの割合が県平均より高

くなっていますが、40歳以上の肢体不自由と65歳以上の内部障がいでは、県平均より

低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
千葉県平均と比較して、0.5 ポイント以上割合が高い場合は「↑」、0.5 ポイント以上低い場合には「▼」 

人口は令和６年３月末の住民基本台帳人口 
資料：千葉県ホームページ 市町村ごとの障害者手帳所持者数（令和６年３月）より作成 

 

③ 療育手帳の所有率   

療育手帳の所持率は、本市は県全体と比較して、18歳未満の障がいの程度が軽度ま

たは中度の人の所持率が高く、18歳未満の障がいの程度が重度の人と18歳以上の人は

所持率が低くなっています。 

 

 

 

 
千葉県平均と比較して、0.5 ポイント以上割合が高い場合は「↑」、0.5 ポイント以上低い場合には「▼」 

人口は令和６年３月末の住民基本台帳人口 
資料：千葉県ホームページ 市町村ごとの障害者手帳所持者数（令和６年３月）より作成 

 

④ 精神障害者保健福祉手帳の所有率 

精神障害者保健福祉手帳の所持率は、本市は県全体と比較して低く、特に２級、３級と

合計で所持率が低くなっています。 

また、自立支援医療費（精神通院医療） 受給者数の受給者の比率も、県平均より低く

なっています。 

 

 

 

 
 

千葉県平均と比較して、0.5 ポイント以上割合が高い場合は「↑」、0.5 ポイント以上低い場合には「▼」 
人口は令和６年３月末の住民基本台帳人口 

資料：千葉県ホームページ 市町村ごとの障害者手帳所持者数（令和６年３月）より作成

18歳未
満

18～39
歳

40～64
歳

65歳以
上

計
18歳未

満
18～39

歳
40～64

歳
65歳以

上
計

18歳未
満

18～39
歳

40～64
歳

65歳以
上

計

千葉県 0.01% 0.04% 0.12% 0.46% 0.18% 0.05% 0.08% 0.11% 0.56% 0.22% 0.00% 0.01% 0.03% 0.10% 0.04%

0.00% 0.05% 0.10% 0.39% 0.16% 0.04% 0.14% 0.11% 0.54% 0.22% 0.00% 0.01% 0.01% 0.08% 0.03%

▼ ↑
白井市

視覚障がい 聴覚・平衡機能障がい 音声・言語・そしゃく機能障がい

18歳未
満

18～39
歳

40～64
歳

65歳以
上

計
18歳未

満
18～39

歳
40～64

歳
65歳以

上
計

千葉県 0.23% 0.32% 0.92% 3.20% 1.31% 0.08% 0.16% 0.63% 2.91% 1.06%

0.23% 0.43% 0.87% 2.89% 1.24% 0.13% 0.31% 0.62% 2.62% 1.04%

↑ ▼ ▼ ▼ ↑ ↑ ▼

内部障がい

白井市

肢体不自由

軽　度 中　度 重　度 計 軽　度 中　度 重　度 計 軽　度 中　度 重　度 計

千葉県 0.74% 0.31% 0.43% 1.48% 0.23% 0.18% 0.27% 0.67% 0.30% 0.20% 0.29% 0.80%

0.81% 0.37% 0.35% 1.52% 0.20% 0.15% 0.24% 0.59% 0.31% 0.19% 0.26% 0.75%

↑ ↑ ▼ ▼ ▼
白井市

18歳未満 18歳以上 合　　計

１級 ２級 ３級 合計

千葉県 0.12% 0.63% 0.34% 1.10% 1.78%

0.09% 0.55% 0.26% 0.90% 1.63%

▼ ▼ ▼ ▼
白井市

精神障害者保健福祉手帳所持者数
自立支援
医療
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２ 前計画の評価 

前計画の評価は、各事業等における実施項目に対して担当課等が自己評価を行い、

施策の方向ごとに平均点を算出しています。 

自己評価の配点は、満点が３点で、以下の４段階となっており、各事業単位で評価を行

い、その上で「施策の方向」単位で平均点を求め、その結果を A、B、C、D の４段階で評

価しました。 

 

表 自己評価の配点表（満点：３点） 

◎当初見込み以上の実績や成果があった：３点 △当初見込んでいた実績や成果に届かなかった：１点 

○概ね当初見込みどおりの実績や成果だった：２点 ×実績や成果が全くなかった：０点 

 

表 自己評価平均点の評価基準 

Ａ：平均点が2点以上 Ｃ：平均点が１.0～1.5点未満 

Ｂ：平均点が1.5～2点未満 Ｄ：平均点が1.0未満 
 

その結果、合計で10項目の施策の方向の中で、Ａ評価が５項目、Ｂ評価が５項目となっ

ています。 
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表 前計画の評価結果（総括表）    *評価は、令和３～６年度の実績に基づき評価を実施しています。 

基本

目標 
施策の方向 施策 

評価点  

平均

評

価R3 R4 R5 R6 

１ 

地
域
で
の
自
立
生
活
へ
の
支
援
の
推
進 

(１)相談体制・情

報提供の充実 

①相談体制の充実 

②情報提供の充実 
1.82 1.93 1.80 1.80 1.82 Ｂ

(２)権利擁護体

制の充実 

①権利擁護施策の推進 

②当事者参画の促進 

③選挙における配慮の実施 

④障がい者虐待防止対策・障

がい者差別の解消の推進 

2.13 2.19 2.19 2.13 2.13 Ａ

(３)福祉サービス

の充実と支援施

設の整備 

①指定障害福祉サービス等

の充実 

②地域生活支援事業の充実 

1.94 1.88 1.88 2.17 1.94 Ｂ

(４)保健・医療サ

ービスの充実 

①早期発見・療育の体制の 

充実 

②保健サービスの充実 

③医療につなげる支援の充実

1.86 1.83 1.93 1.83 1.86 Ｂ

２ 

社
会
参
加
の
支
援
・促
進 

(１)障がい児の 

保育・教育 

の充実 

①早期療育・保育の充実 

②学校教育（特別支援教育）

の推進 

③インクルーシブ教育システ

ム*の推進 

④放課後対策の充実 

2.41 2.36 2.45 2.45 2.41 Ａ

(2)就労の支援・

促進 

①一般就労の促進 

②福祉的就労の促進 
2.13 2.11 2.14 2.14 2.13 Ａ

(３)各種活動の

支援・促進 

①外出、コミュニケーション支

援施策の推進 

②スポーツ・文化芸術活動等

の促進 

③当事者団体等の育成・支援

1.64 1.85 1.49 1.77 1.64 Ｂ

３ 

快
適
で
人
に
や
さ
し
い

ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

(１)福祉活動の

促進 

①啓発活動の充実 

②ボランティア活動の促進 
2.20 2.20 2.37 2.35 2.20 Ａ

( ２ ) バ リ ア フ リ

ー、ユニバーサ

ルデザインの推

進 

①外出環境の整備（福祉のま

ちづくり） 

②住宅バリアフリーの促進 

2.00 1.86 2.14 2.14 2.00 Ａ

(３)防災・防犯等

対策の推進 

①防災・防犯等対策の推進 

②消費生活相談の実施 
1.77 1.71 1.71 1.92 1.77 Ｂ

平均点 1.99 1.99 2.01 2.07 1.99 Ｂ
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３ アンケート調査・ヒアリング調査の要点 

（１）アンケート調査の概要 

本市では、次期計画の策定に向けた基礎資料とするため、生活の様子や考え方を把握

し、計画策定や施策の推進に役立てるため、次のとおりアンケートを実施しました。 

アンケートでは市民生活の状況や考え方をお聞きし、その結果を計画策定や施策の推

進に活用しました。 

 

表 市民アンケート調査の実施概要 

 

区分 
①身体 

障がい 

②知的 

障がい 

③精神 

障がい 

④ 

障がい児

⑤ 

一般 

市民 

⑥ 

中学生 

サンプル数

（票） 
1,097 223 402 278 500 654 

有効回収数

（票） 

568 

紙 503 

Web 65 

102 

紙 76 

Web 26 

176 

紙 125 

Web 51 

140 

紙 78 

Web 62 

208 

紙 143 

Web 65 

538 

有効回収率

（％） 
51.8％ 45.7％ 43.8％ 50.4％ 41.6％ 82.3％ 

調査方法 郵送配布・回収（回収は web 回収を併用） 
学校配布 

Web 回収 

アンケート回

収期間 
令和 6 年 12 月 23 日(月)～令和 7 年１月 17 日（金) 

令和 7 年 

2 月 

 

（２）ヒアリング調査の概要 

次期障害者計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の策定に当たり、障害福祉サー

ビスの利用の状況や意見等について、アンケート調査では取得しにくい情報を収集する

ため、市内の障害福祉サービス事業所・障がい者関係団体等へのヒアリング調査を実施

しました。 

 

① 実施方法 

ヒアリングシートを事前に各団体・事業所等に送付し、記入を依頼しました。対面聞き

取り（ヒアリング）については、各団体・事業所等の希望に基づき実施しています。 

なお、調査票には、本調査実施直前に本市で実施した「地域福祉計画策定のためのヒ

アリング調査」により意見をいただき、その内容で良い場合には、本調査票の回答は不要

としたことで、団体や事業所の負担軽減を図っています。  
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② 対象団体 

 

   障がい者関係団体ヒアリング調査 

項目 内容 

調査対象 

市内で活動している障がい者関係団体に、ヒアリングシートを配布しました。 

また、その中で対面での聞き取り（ヒアリング）が可能と回答した団体を対象と

して、聞き取り（ヒアリング）調査を実施しました。 

調査期間 令和７年３月 19 日から７月 23 日まで 

調査方法 
【ヒアリングシートの配布】郵送やメールにてヒアリングシートを配布・回収 

【聞き取り（ヒアリング）】対面にて実施 

配布数 15 団体 

回収数 12 団体 

回収率 80.0％ 

 

 

障がい者関係事業所ヒアリング調査 

項目 内容 

調査対象 

市内の障がい者関係事業所に、ヒアリングシートを配布しました。 

また、その中で対面での聞き取り（ヒアリング）が可能と回答した事業所を対象

として、聞き取り（ヒアリング）調査を実施しました。 

調査期間 令和７年３月 19 日から４月 11 日まで 

調査方法 
【ヒアリングシートの配布】郵送やメールにてヒアリングシートを配布・回収 

【聞き取り（ヒアリング）】対面にて実施 

配布数 42 事業所 

回収数 22 事業所 

回収率 52.4％ 
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（３）アンケート・ヒアリング調査結果からのまとめ 

アンケート及びヒアリング結果から、特に今回の調査の中で顕著となった内容を中心に、

5項目にまとめました。 
 

その１ 介助する人の高齢化が進むことに対応した施策が必要です。 

アンケート結果を見ると、介助する人の高齢化が進んでおり、特に身体、知的障がいの

ある人を介助する人で顕著な傾向となっています。特に知的障がいのある人は、父母と

同居する人の割合が減っていることもあり、例えば災害時に身近に避難や誘導ができる

人の割合が低下しています。 

また、介助を行う家族の負担も大きくなっており、負担軽減が必要です。 
 

図 介助者が 70 歳以上の比率 図 同居の割合（知的障がい） 

  

図 避難の手助けや誘導をしてくれる人 

（「昼間・夜間ともにいる」の割合） 

図 介護をうける上で問題になっている 

こと（知的障がい） 

  

 

 

（必要な施策） 

・介助を行う家族等の高齢化が進んでも、障がいのある人が安心して住み続けられ

るような支援が必要です。 

・ひとり暮らし等、その人の希望に応じた住まい方ができるようにすることが必要

です。 

 

  

49.1%

20.0%

35.2%

10.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

身体障がい 知的障がい

今回調査 前回（R2)

71.6%
63.7%

83.0%
76.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

母 父

今回調査 前回（R2)

46.9%

58.6%56.7%

73.0%

0%

20%

40%

60%

80%

身体障がい 知的障がい

今回調査 前回（R2)

40.0%

26.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

家族の精神的、身体的負担が大きい

今回調査 前回（R2)

基本方針２（３）各種活動への支援・促進に 

       ②家族支援 を加えて反映 
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その２ 障がいのない人が、障がい者のことをもっと知る環境を作ることが必要です。 

アンケート結果を見ると、一般市民や中学生は障がい者との交流等は比較的積極的に

行う傾向にあり、20～60歳代までの市民は半数以上、70代以上でも３割近い人が一緒

に活動した経験があると回答しています。 

一方、障がい者の制度やマークの周知度は、一部を除き低くなっています。 

また、障がい者を支援する団体や人に対しての理解も進めることが必要です。 

アンケート結果を見ると、差別を受けたと回答する障がい者は、特に知的障がい、精神

障がいで高くなっています。 

 

図 障がいに関するボランティアの 

参加状況（一般市民） 

図 障がいのマークの 

周知度（一般市民・知っているの割合） 

  

図 差別を受けた経験 

 

 

 

（必要な施策） 

・障がいのない人が、障がいなどについて学ぶ場が必要です。 

・障がいのある人とない人が、交流する場が必要です。 

・障がい者への差別がない社会の実現に向けた取組が必要です。 

 

  

19.7%
21.4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

参加したことがある

今回調査 前回（R2)

81.7%

63.5%

52.9%

46.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

障害者のための

国際シンボルマーク

ヘルプマーク

身体障害者標識

（身体障害者マーク）

盲人のための

国際シンボルマーク

16.4%

45.1% 43.8%

30.7%

16.4%

55.9%

43.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

身体障がい 知的障がい 精神障がい 障がい児

今回調査 前回（R2)

前回は 

調査 

未実施 

基本方針１（３）権利擁護体制の充実 

基本方針３（１）福祉活動の促進 
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その３ 障害福祉サービスの充実が必要です。 

放課後等デイサービス、グループホームにおいて、特別なニーズに対応できる体制のあ

る事業所の不足、ヘルパーの不足が指摘されており、入浴介助や身体介護をする人が不

足する結果になっています。 

また、障がい児に対する相談支援事業所が不足しています。 

 

障がい者関係団体ヒアリング調査からのご意見 

（要望等が多いサービス、重要なサービス、利用が増えるサービス） 

・児童発達支援、放課後等デイサービス 

・グループホーム 

・外出支援（免許の返納による。） 

・利用時間の延長や宿泊の希望が多くあるが、事業所単体での対応が難しい。 

障がい者関係事業所ヒアリング調査 

（ニーズは高いが、供給不足のサービスとその理由） 

・移動支援、行動援護、ショートステイ、グループホーム、同行援護については介護者の

人材不足や、特別なニーズに対応できる体制のある事業所の不足が課題。ヘルパーが

減少しており、職員の負担も大きく、確保が難しい。 

・特に入浴介助や排泄介助等、身体的な介助を必要とするケアに対応できるヘルパーの

減少。 

・放課後等デイサービスは、必要な支援を提供できる専門的な人材を備えた事業所を探

すことが難しい。 

・障がい児に関する相談支援事業所の不足 など。 

 

 

（必要な施策） 

・国や県と連携しつつ、障害福祉サービスの人材確保を図ることが必要です。 

・関係機関と連携しつつ、障害福祉サービスの報酬が適正に改正されるように国に

働きかけることが必要です。 

 

 

 

 

 

  

基本方針１（５）福祉サービスの充実と福祉人材の確保 

（新設） 
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その４ 障害福祉サービスとその他のサービスとの連携が必要です。 

障害福祉サービスでは対応できない、家事援助などの周辺のサービスの提供体制の

充実が必要です。 

介護保険のサービスと障害福祉サービスとの連携や、障害者手帳所持者に対する介

護保険サービスに関する情報提供が必要です。 

引きこもりの人への支援や、契約や金銭管理等の支援が必要です。 

相談支援事業所とのさらなる連携が必要です。また、多職種連携を進めることが必要

です。 
 

障がい者関係団体ヒアリング調査からのご意見 

（地域生活について） 

・福祉サービスではまかない切れない、隙間のサービスが課題。 

・いわゆる「引きこもり」の人への支援が必要。 

・障がい者が高齢者になった際、デイサービス等の受け入れ先の確保が大変 など。 

障がい者関係事業所ヒアリング調査 

・同居家族がいると家事援助ができない場合があるので、家事で困っていることで、内容

により制度外となるものがあれば、自費サービスで対応するしかない。 

・相談支援事業所との連携が難しい。担当がその都度変わっていることが多く、情報共

有ができにくい。 

・相談支援専門員やケアマネと、あるいは医療関係者とも連携が十分に取れていない。 

・事業者間の交流を進めるとともに、顔の見える関係性づくり など。 

 

 

（必要な施策） 

・障害福祉サービスでは対応できないが、需要のあるサービスについて供給体制を

充実していくことが必要です。 

・障害福祉サービス利用者が介護保険を利用できる年齢になった際には、必要な情

報提供や、安心してサービスを受けることができることが必要です。 

・相談支援事業所と事業者間や、事業者同士の連携の強化が必要です。 

・契約や金銭管理等に関する支援が必要です。 

 

 

  

基本方針１（２）情報提供手段の充実（新設） 

     （５）福祉サービスの充実と福祉人材の確保 

（新設） 
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その５ わかりやすい情報提供が必要です。 

情報提供については、障がいの種別や年齢により、「市のお知らせ」、「スマートフォンで

の情報提供」など、情報提供を求める媒体が異なるため、複数の媒体での情報提供が必

要です。 

制度に関する情報がわかりにくい等の問題があるため、わかりやすい情報提供が必要

です。また、基幹相談支援センター*の周知に引き続き努めることが必要です。 
 

図 市の情報の入手先（上位２つ） 

  

図 希望する情報媒体（最も多い回答） 
 

障がい
種別 

希望する媒体 割合
「スマートフォンで見ることが 
できる媒体での提供」の割合が 

最も高い年代 

身体 
障がい 

広報紙等による情報提供 51.8% 30代以下～50代 

知的 
障がい 

広報紙等による情報提供 33.3% 該当なし 

精神 
障がい 

広報紙等による情報提供 43.8% 20代以下～40代 

障がい
児 

スマートフォンで見ることができ
る媒体での提供 

66.4%  

 
 

 

 

（予想される課題） 

・年齢が若い障がい者向けに、市の情報をスマホ対応でわかりやすく情報提供をし

ていくことが必要です。 

・障がい者が求める形で、情報をわかりやすく提供することが必要です。 

 

  
基本方針１（２）情報提供手段の充実（新設） 

48.8%

23.6%

31.4%

25.5%

40.3%

34.1%

47.1%

43.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

市のおしらせ（広報など）

ほとんど得られていない

市のおしらせ（広報など）

ほとんど得られていない

市のおしらせ（広報など）

市の福祉の窓口

児童発達支援や放課後等デイサービス

市のおしらせ（広報など）

身
体

障
が
い

知
的

障
が
い

精
神

障
が
い

障
が

い
児

知的

障がい

身体

障がい

精神

障がい

障がい児
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４ 障がい種別、年齢別で特に留意すべき課題 

課題について、障がい別、年齢別の視点から見た特徴的な課題を整理しました。 

内容は、「（３）アンケート・ヒアリング調査結果からのまとめ」と重複するものも多いです

が、障がい種別、年齢別で見た場合、特徴的な課題を重点的に抽出しています。 

 

 

（１）身体障がい 

視覚障がいのある人のニーズにあった形態で情報を提

供することが必要です。 

視覚障がいのある人のニーズの把握や交流が必要で

す。 

音訳への潜在的なニーズの把握も大切となっています。 

聴覚障がいのある人に向けて、通訳者の配置や、要約筆

記などの配慮が必要です。 

 
 

肢体不自由児者には、点字ブロックが段差となってしまうこ

とがあります。 

 

 

（２）知的障がい 

当事者及び保護者の高齢化が進んでおり、将来的には当

事者が一人で暮らしていくことのできる仕組みが必要です。

現状ではグループホームの数が少ないのが課題です。 
 
 

知的障がいのある人に対する、職場の人たちの障がいへの

理解が求められています。 
 

スポーツはしたいが、スポーツをする環境のない人が多く

なっています。 
 
 

差別等を受けた経験がある人が、前回調査よりは減少傾向

になっているものの、全体の約半数となっており、改善をして

いくことが課題です。 

 

 

  

主に対応する施策（P26～） 

１-２情報提供手段の充実
（新設） 

１-４交流や理解、意見交
換が行える地域づくり
（新設） 

１-５福祉サービスの充実
と福祉人材の確保 
（新設） 

３-２バリアフリー、ユ
ニバーサルデザイ
ンの推進 

１-５福祉サービスの
充実と福祉人材
の確保（新設） 

２-３各種活動の支
援・促進 

 

２-２就労の支援・ 
促進 

２-４文化・芸術・ 
スポーツの振興 

（新設） 

１-３権利擁護体制の
充実 

３-１福祉活動の促進 
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（３）精神障がい 

 

職場で仕事を続けていくために、職場の人たちの障がい

への理解が求められています。 

精神障がいのある人を対象に、就労移行支援から就労

定着支援までをサポートする仕組みが必要です。 
 

差別等を受けた経験がある人が、全体の４割となってお

り、偏見の解消等が課題です。 
 

精神障がいのある人や家族は、世間から孤立して、家族

だけで問題を抱えている人が多くいます。また、精神障が

いのある人が気軽に行ける場所があると良いです。 
 

市内には、精神障がいのある人が通える身近な医療機

関がなく、市外に通院している状況です。 

また、発達障がいに対応した専門病院が近隣に少なく、

病院にかかりにくい状況です。 

精神障がいのある人の支援には、年齢やライフスタイル

などの個人の特性と、制度や福祉サービスなどの環境要

因の相互作用を踏まえた支援が必要です。 

入院していた精神障がいのある人は、入院中は精神保

健福祉士*が対応しますが、退院すると、外来部門の看護

師が担当になってしまうため、生活に関する相談がしにく

くなります。 

  

主に対応する施策（P26～） 

 
 
２-２就労の支援・促進 

１-３権利擁護体制の充実 
３-１福祉活動の促進 

１-４交流や理解、意見交換
が行える地域づくり 
（新設） 

 
 
 
 
 
 
 
１-１相談体制の充実（新設） 
１-５福祉サービスの充実と福

祉人材の確保（新設） 
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（４）障がい児 

保護者が就労する上での課題としては、就労と、療育施

設の利用・通学・通院とのスケジュール調整が難しく、仕事

と療育の両立が困難であるという意見が多くあります。 

児童発達支援、放課後等デイサービスなどのサービス

が、需要に対して不足しています。 

放課後等デイサービスでは、こどもに必要なタイミングで

の利用開始や支援内容にそって事業所を選びにくい現状

があります。 

 

 
 

保護者の悩みの相談場所としては、家族・親族の次に

「通所している療育施設*」となっており、療育施設において

適切に相談に対応していくことが求められています。 

支援学級、支援学校など就学先の相談、高校の選び方、

内服薬の相談、発達の悩みごとなどの相談への対応が課

題です。 

障がい児向けの相談支援事業所が不足しています。 
 

差別等を受けた経験がある人が、全体の３割となって

おり、その中で「学校」で差別を受けた経験があると回答

した人が多くなっています。 
 

特別支援学校等に通うこどもの保護者同士での交流の

場が少ないのが課題です。 

重度の障がい児で、医療的ケアが必要な場合、引きこ

もりになりがちなため、活動の場の提供が必要です。 

障がいの有無に関わらず、こどもが地域の中で交流す

る機会の確保が必要です。 
 

  

主に対応する施策（P26～） 

 
 
 
１-５福祉サービスの充実と

福祉人材の確保（新設） 
２-１障がい児の保育・教育

の充実 

 
 
 
１-１相談体制の充実（新設） 
２-１障がい児の保育・教育

の充実 

 
１-３権利擁護体制の充実 

 
 
１-４交流や理解、意見交換が

行える地域づくり（新設） 
３-１福祉活動の促進 
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（５）一般市民 

障がいや障がいのある人について知る機会が少ないの

で、本市が障がいの理解に関する講座等を開催することが

必要です。 

 

 

 

（６）介護保険が優先になる年齢になった障がい者 

障害福祉サービス利用者が介護保険を利用できる年齢

になった際には、必要な情報を提供することが必要です。 

 

  

主に対応する施策（P26～） 

 
１-４交流や理解、意見交換

が行える地域づくり 
（新設） 

３-１福祉活動の促進 

主に対応する施策（P26～） 

１-２情報提供手段の充実
（新設）  
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第３章  計画の基本的な考え方  

 

１ 計画の目標像 

「日本国憲法」では、「基本的人権」を全ての国民に保障されるべき永久の権利として定

められており、本計画もこの理念に基づいています。 

 

障害者基本法では、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を大きな目標の一つに掲げて

います。 

また、白井市障害者計画2016-2025では、計画の基本理念について、ノーマライゼー

ションとリハビリテーションに加え、障がいのある人もない人も共に生き支えあう社会の

実現を目標に「障害のある人もない人も、一人の市民として ともに参加するまちづくり」

としてきました。 

本計画の上位計画に当たる白井市第６次総合計画の基本理念では、「白井市に関わる

全ての人々が豊かさと幸せを実感」することを理想とし、将来像は「世代を超えた笑顔と

豊かさを未来へつなぐまち」となっています。 

 

これらのことを勘案し、障害者基本法の理念の基に、共生（ともに生きる）し、ともに参

加する地域の実現を目指して、本計画の目標像（キャッチフレーズ）を基本的には引き継

ぐとともに、「障がいのある人が自分のやりたいことを自己実現できる」という強い意向を

込め、目標像に「ともに参加して、活躍できる」というフレーズを加えることで、障がいのあ

る人が必要な支援を受けつつ、自己決定が尊重される社会が達成されることを、市民・地

域・市等の共通の目標とします。 

 

障がいのある人もない人も人格と個性が尊重され、 

ともに生き、ともに参加して、活躍できる地域づくり 
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２ 計画の基本方針 

目標像を達成するため、次の3つの基本方針を設定します。 
 

《基本方針１》地域での自立生活への支援の推進 

全ての障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して、その人らしく自立して暮らして

いけるよう、地域生活の基盤の整備を進めます。また、多様な人々が相互に理解し、意見

交換を行える地域づくりを行うことで、障がいがあっても地域の中で活躍できるまちづく

りを進めます。 

（１）相談体制の充実 

令和7年4月に新設した基幹相談支援センターを中心として、相談体制の充実を図りま

す。また、障がいとそれ以外の複合的な相談に対しても、積極的に対応します。 

 

（２）情報提供手段の充実 

障がいのある人や家族等が求める情報提供手段に基づき、よりわかりやすい形での情

報提供を行います。 

 

（３）権利擁護体制の充実 

障がいのある人が、障がいにより差別されることがないよう、安心して地域自立生活を

送れるよう、権利擁護体制の充実を図ります。 

 

（４）交流や理解、意見交換が行える地域づくり 

障がいの有無・年齢・性別・職業・国籍などに関わらず、多様な人々がより積極的に交

流することで理解し合い、お互いが活発に意見交換をすることができる地域づくりを目指

します。 

 

（５）福祉サービスの充実と福祉人材の確保 

障害福祉サービスの質の向上や充実を図るとともに、人材不足が深刻化している障害

福祉サービスや、障がいに関するボランティアなどに係る人材の確保を図ります。 

 

（６）保健・医療サービスの充実 

障がい等の早期発見・早期対応に努めるとともに、障がいの特性を踏まえ個別のニー

ズに対応できるよう、療育体制の整備を進めます。また、保健サービスの実施や、その結

果に応じた医療につなげる支援の実施を図ります。  
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《基本方針２》社会参加の支援・促進 

障がいのある人が、地域社会の一員として、生きがいや将来への夢や希望を持って暮

らしていけるよう、さまざまな社会活動・地域活動への参加を支援・促進します。 

あわせて、障がいのある人の家族への支援を行います。 

 

（１）障がい児の保育・教育の充実 

障がいの有無に関わらず、こどもが地域の中で暮らしながら、自分らしく暮らしていくこ

とができるよう、障がいの特性や状況に応じた療育・保育・教育体制の整備・充実を図り

ます。 

 

（２）就労の支援・促進 

就労支援や就労後の定着支援に加え、障がいのある人を雇用している事業者に対して、

積極的に情報提供等を行います。 

 

（３）各種活動の支援・促進 

障がいのある人も気軽に参加できるよう、レクリエーション活動の充実、サークル活動

などの自主的な活動への支援を図ります。また、障がいのない人と一緒に行う各種活動

についても支援します。 

あわせて、障がいのある人の家族への支援を行います。 

 

（４）文化・芸術・スポーツの振興 

障がいのある人も気軽に参加できるよう、文化芸術活動への参加を支援します。また、

学校卒業後のスポーツ活動の機会の拡充を図ります。 
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《基本方針３》快適で人にやさしいまちづくりの推進 

障がいのある人もない人も、快適な暮らしを送れるよう、全ての人にやさしい福祉のま

ちづくりを進めます。 

 

(１)福祉活動の促進 

障がいのある人への理解をさらに深めていくため、障がいについての正しい情報を提

供するなどの広報・啓発活動の充実化を図ります。また、福祉意識の普及や福祉活動へ

の参加を促進し、支えあいの社会づくりを進めます。 

 

(２)バリアフリー、ユニバーサルデザインの推進 

障がいがあっても気軽に外出でき、公共交通機関やさまざまな施設を不便なく利用で

きるよう、全ての人にやさしいまちづくりを目指すため、バリアフリー、ユニバーサルデザ

インを推進します。 

 

(３)防犯・防災等対策の推進 

本市の地域防災計画等と連携し、障がいのある人が災害時においても安全に避難で

きるよう体制の充実を図ります。また、障がいのある人が安心して暮らすことができるよう、

防犯体制の整備を進めます。 
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３ 計画の体系 
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＊デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）デジタル技術（AI、IoT、ビッグデータなど）を 

活用して、従来の業務プロセスやビジネスモデルを変革するものです。  
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４ 重点施策 

（１）白井市基幹相談支援センターを核とした相談支援の充実 

令和７年４月に開所した白井市基幹相談支援センターは、地域の障がい福祉の総合

的・専門的な相談窓口として機能しています。 

本センターでは、障がい者本人に限らず、支援者や支援機関から、障がいに関する事

項だけでなく、障がいのある人を支援する家族に関することなど、多様な相談を受け付け

ています。 

【重点施策】 

● 障がい福祉に関連する相談支援体制の整備を進めます。（36、37ページ №1～7） 

● 白井市基幹相談支援センターの周知と機能の充実を図ります。（36ページ №３） 

 

（２）交流や理解、意見交換のための活動の支援 

障がいの有無・年齢・性別・職業・国籍などに関わらず、多様な人々が積極的に交流す

ることで理解し合い、お互いが活発に意見交換をすることができる地域づくりを目指しま

す。 

【重点施策】 

● 支援者同士の交流・意見交換の場づくりを行います。(44ページ №31) 

● 地域交流を推進します。(44ページ №29) 

● ピアサポート*など、障がい当事者同士の交流・相談の場の確保を図ります。 

(37ページ №8) 

 

（３）障がいのある人が安心して住み慣れた地域で暮らせる仕組みづくり 

障がいのある人が可能な限り住み慣れた地域の中で自立して生活できるよう、必要な

制度やサービスの利用や、日中の多様な活動を支援します。 

あわせて、障がいのある人が緊急時や災害時に安全に避難できる体制整備と、安心し

て暮らすことができるよう防犯体制整備を進めます。 

【重点施策】 

● 地域で生活する障がいのある人が生き生きとした生活を送れるよう、障害者地域   

活動支援センターの事業の充実を推進します。(47ページ №3６) 

● 地域生活支援拠点*等の機能の充実を図ります。(４6ページ №３５) 

● 災害時応援協定*の推進や福祉避難所*の体制整備などを行います。 

(60、61ページ №84～88)  
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５ 成果指標 

本計画の計画期間である令和8年度から令和14年度までの7年間に、第3章の「計画

の目標像」にどれだけ近づけたかを評価するため、令和6年度の基礎調査の値を現在値

とし、7年後の目標値をそれぞれ設定しました。 

 

（１）白井市基幹相談支援センターを知っている人の割合 

・障がいのある人が困ったときに、専門的な相談を受けることが出来る機関があることを

知っていることは重要なことです。特に現在、障害福祉サービスを受けていない人はサ

ービス事業者に相談が出来ないため、誰もが相談できる場所があることを知っておくこ

とが大切です。 

・そのため、１つめの指標は、令和 7 年 4 月 1 日に開所した「白井市基幹相談支援センタ

ー」をしている人の割合に設定しました。 

・目標値を１００％とし、今後、市が白井市基幹相談支援センターの周知を徹底していきま

す。 

 

障がいの種類 現在値  目標値 

身体障がい 6.9％ →

100％ 
知的障がい 12.7％ →

精神障がい 6.8％ →

障がい児 未調査 →

 

（２）福祉サービスを受けることで生活の質が向上したと考える人の割合 

・障がいのある人等が希望する生活を実現するためには、質の高い福祉サービスが適切

に提供されることが重要な要素となります。 

・そのため、２つめの指標は、「福祉サービスを受けることで生活の質が向上したと考える

人の割合」に設定しました。 

・今後、各種障害福祉サービスを充実することで、福祉サービスを受けることで生活の質

が向上したと考える人の割合を、最終的には「100％」を目指しつつ、本計画期間内で

は身体・知的・精神障がいのある人が 60％、障がい児は 90％を目指します。 

 

障がいの種類 現在値  目標値 

身体障がい 28.2％ →

60％ 知的障がい 43.1％ →

精神障がい 46.0％ →

障がい児 76.4％ → 90％ 
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（３）差別を受けたと考える人の割合 

・障がいのある人との交流、意見交換等の活動を進めることで、すべての市民が障がい

や障がいのある人のことを正しく理解することを、重点施策の（２）として、本計画に新

たに位置づけました。 

・多様な人々の相互理解を深め、誰もが安心して地域で生活や活動を行うことのできる

環境をつくっていくことが重要です。 

・そのため、３つめの指標は、「差別を受けたと考える人の割合」に設定しました。 

・差別を受けたことがある人の割合を、最終的には「０％」にすることを目指しつつ、本計

画期間内では現在より３割以上減らすことで、誰もがより暮らしやすい社会づくりを目

指します。 

 

障がいの種類 現在値  目標値 

身体障がい 16.4％ → -6％を目指す 

知的障がい 45.1％ →
-15％を目指す 

精神障がい 43.8％ →

障がい児 30.7％ → -11％を目指す 
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第４章  具体的な取り組みの内容（基本計画）  

１ 地域での自立生活への支援の推進 

（１）相談体制の充実 

【現状と課題】 

障がいのある人からのさまざまな相談（一般相談）について

は、令和７年に基幹相談支援センターを開設し、多様な相談

に対応しています。 

引き続きの周知と機能の充実が必要です。 

 

また、障がいに限らず、複雑化した課題に対応できるような

相談体制を充実していくことが必要です。 

 

計画相談支援等に関する相談員が不足しており、必要なと

きに必要な計画策定が難しい場合が生じています。そのた

め、相談支援事業所の新規参入や事業を継続するための支

援を行います。 

 

多様な相談体制を考えていく中で、同じような境遇や課題

のある人同士が情報交換したり、アドバイスを行うことで、支

え合うことも重要なため、今後充実を図ることが必要です。 

 

 

 

【施策の方向】 

基幹相談支援センターの周知を引き続き図るとともに、相談支援専門員の育成を図る

ことで、障がいのある人が、障がい以外の内容を含んだ複雑化した内容でも、安心して

相談ができる体制をつくります。 

 

 

  

施策番号３ 

「基幹相談支援セ

ンター」の周知 及

び機能の充実 

主に関連する施策

施策番号２ 

障がい福祉に関連

する相談支援体制

の整備 

施策番号８ 

障がい当事者同士

の交流・相談の場

の確保 
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≪主な取り組み≫ 

① 相談支援の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

１ 福祉相談の充実 市民等からの相談に対して、制度等の
情報提供や専門の相談窓口の案内等を行
うとともに、必要に応じて関係各課、関
係機関と連携した支援を行います。 
また、様々な事情により、経済的に困

窮し、生活や仕事等に関する相談に専門
の相談員が自立に向けた相談支援を行い
ます。 

社会福祉課 修正

２ 障がい福祉に関連す

る相談支援体制の整

備 

基幹相談支援センター、委託相談事業
所の設置により、障がいのある人や家
族、支援機関等からの様々な種類の相談
に対応していきます。 

障害福祉課 修正

３ 「基幹相談支援セン

ター」の周知及び機

能の充実 

基幹相談支援センターは、地域の相談
支援の中核として、総合・専門的な相談
や、相談支援事業所への指導・助言等を
行います。休日や夜間の緊急時等のた
め、２４時間相談に対応できる体制を整
備します。 
基幹相談支援センターの機能の充実に

ついて、調査・研究を進めます。 

障害福祉課 修正

４ 相談体制継続のため

の整備 

相談支援事業所が事業を継続するため
の環境整備について、基幹相談支援セン
ターと連携しながら検討します。 
また、相談支援専門員の育成を図るた

め、既存事業者や新規参入希望者に対し
養成研修等の情報提供を行います。 

障害福祉課 修正

５ 「こころの健康相

談」の実施 

精神科医師や精神保健福祉士による、
こころの健康相談を実施します。 

障害福祉課 継続

６ 発達障がいに関する

相談体制の整備等 

発達障がいに関して相談を希望する人
が地域で相談できる支援体制の拡充を図
ります。 
また、県が設置している発達障害者支

援センターＣＡＳ（キャス）*と連携・活
用して発達障がいの早期発見・早期支援
に努め、必要に応じた情報提供を行って
いきます。 

障害福祉課 継続
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②包括的な相談支援体制の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

７ 地域における相談支

援体制の強化の取り

組み 

基幹相談支援センターを中心として、
地域の相談支援体制を強化できるよう、
相談支援事業所のバックアップや、障害
福祉サービス事業所同士の連携強化、 
地域とのネットワーク強化に取り組み 
ます。 

障害福祉課 新規

 

 

③ピアサポートの活用 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

８ 障がい当事者同士の

交流・相談の場の確

保 

  

身体障害者相談員・知的障害者相談員
の配置により、障がいのある人や家族等
からの相談に対応していきます。 
障がいのある人同士が交流できる場を

確保し、社会参加や問題の解決等を支援
するための、ピアサポート活動を促進し
ます。 

障害福祉課 新規
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（２）情報提供手段の充実 

【現状と課題】 

情報提供に関しては、アンケートやヒアリング等から、現在

の情報提供体制が充分ではないとの指摘が多くありました。 

そのため、多様な障がいのある人の特性に応じた提供手法

を活用して、情報をわかりやすく提供することが必要です。 

 

また、障害福祉サービス利用者が介護保険を利用できる年

齢になった際には、介護保険サービスがわかりづらいという

意見もあったため、必要な情報を提供することが必要です。 

 

【施策の方向】 

現状の情報提供体制では充分でないとの指摘があるため、障がいのある人や家族等

が求める情報提供手段により、よりわかりやすい形での情報提供を行います。 

  

施策番号 10 

視覚障がいのある

人に配慮した情報

提供の充実 など

主に関連する施策

施策番号 14 
給付・助成・サー
ビス等に係る情報
の適時かつ適切な
方法での発信  
など 
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≪主な取り組み≫ 

① 情報格差の解消 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

９ 情報バリアフリーの

促進  

障害者地域活動支援センターで身体・
知的・精神障がいのある人を対象に講座
を実施し、障がいのある人および家族の
情報取得技術の向上を図ります。また、
DAISY*などの ICT（情報コミュニケーショ
ン機器）の活用を推進します。 

障害福祉課 修正

10 視覚障がいのある人

に配慮した情報提供

の充実 

音訳ボランティア等が広報しろいなど
の発行物を音訳する活動を支援します。
また、音訳した CD を希望者に配付するほ
か、YouTube 等で配信し、誰でも自由に試
聴できる機会を提供します。 

秘書課 修正

11 図書館での障がいの

ある人へのサービス 

視覚障がいのある人、肢体不自由児者
などの図書館の利用が困難な市民に対
し、必要な情報提供を行うとともに、そ
の読書要求に応えます。 

文化センター

（図書館係） 

修正

12 高次脳機能障がいの

ある人への支援 

県で実施する高次脳機能障がい*のある
人への支援の取り組み（県高次脳機能障
害支援拠点機関等）を活用しながら、関
係機関との連絡調整や情報提供などに努
めます。 

障害福祉課 継続

 

②わかりやすい情報の発信 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

13 ホームページのアク

セシビリティ（利用

しやすさ）の向上 

市ホームページについて、導入してい
る閲覧者支援ツール（文字の大小・色の
変更）に頼るだけではなく、職員がアク
セシビリティチェックツール*を活用し、
視覚（色覚）障がいのある人をはじめ、
誰もが閲覧しやすいホームページ作成に
努めます。 

秘書課 修正

14 給付・助成・サービ

ス等に係る情報の適

時かつ適切な方法で

の発信 

障がいのある人やその家族等が受けら
れる給付・助成・サービス等についての
情報をより確実に伝えるため、内容・対
象者・緊急性等に応じて、広報紙・市ホ
ームページ・個別通知・窓口配布（保健
福祉ガイドブックやパンフレット類）・
メール配信等の中から最適な方法を選択
し、時機を逃さずに発信します。 

障害福祉課 修正
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番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

15 家族への支援 障がいのある人の家族に対して、講演
会・研修会等を開催し、障がいの理解の
ための情報提供をすることで家族支援を
図ります。また、家族などの介護者が休
息（レスパイト）できる環境づくりのた
め、日中一時支援や短期入所などの周
知、普及に努めます。 

障害福祉課 継続

16 こどもの家族への支

援 

ペアレント・プログラム*を開催し、こ
どもへの関わり方や考え方を学ぶこと
で、育児負担の軽減を図ります。また、
こども・若者が、こどもとしての時間と
引き換えに家事や家族の世話などを日常
的に行うヤングケアラー*問題の周知と支
援を行います。 

障害福祉課 継続

17 障がい理解の推進 職員及び教職員を対象とした、障がい
理解及び合理的配慮に関する研修の参加
の機会を設け、その充実を図ります。 
本市からの情報発信やイベントが、誰

にでもわかりやすく参加しやすいものに
なるよう、障がいに合わせた配慮につい
て関係各課に周知し、連携して取り組み
ます。 

障害福祉課 新規

 

 

③DX＊への対応 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

18 オンライン予約シス

テムの活用 

こころの健康相談について、空き状況
の確認や予約に、LINE を活用します。 
こども発達センターの個別療育の予約

や、一部の通知に、LINE を活用します。 

障害福祉課 新規

19 情報共有システムの

活用 

情報共有システムを活用し、児童発達
支援・放課後等デイサービスを利用する
児童の支援者同士の情報共有を推進し 
ます。 

障害福祉課 新規

＊デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）デジタル技術（AI、

IoT、ビッグデータなど）を活用して、従来の業務プロセスやビジネスモデルを変革するも

のです。 

  



第４章 具体的な取り組みの内容（基本計画） 

41 

（３）権利擁護体制の充実 

【現状と課題】 

アンケート結果によれば、差別等を受けた経験がある人

が、知的障がいのある人では約半分、精神障がいのある人で

は約４割、障がい児では全体の３割となっており、その中で

「学校」で差別を受けた経験があると回答した障がい児が多く

なっています。 

そのため、障がいのある人の差別解消が重要な課題となっ

ています。 

精神障がいを除くと、前回調査と比較して割合は低下して

いますが、障がいのある人にとって権利が尊重されていない

場面が多くあります。 
 

【施策の方向】 

現状では障がいのある人の権利が十分に確保されていないため、権利擁護体制の充

実を図るとともに、障がいにより差別されることがないよう、安心して地域自立生活を送

れる体制を構築します。 

また、障がいのある人がまちづくりに積極的に参加できるよう、環境整備を図ります。 
 

≪主な取り組み≫ 

①権利擁護の推進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

20 「成年後見制度*」の

利用促進 

  

意思表示が困難な障がいのある人の権
利を擁護するため、成年後見制度やその
相談窓口の周知と利用の支援に努めま
す。また中核機関として地域連携ネット
ワークの構築に向けた検討を行います。 

障害福祉課 修正

21 日常生活自立支援事

業及び成年後見事業

の推進  

在宅で日常生活を送る上で十分な判断
ができない人や体の自由がきかない人が
地域で安心して生活できるように支援す
る日常生活自立支援事業及び成年後見事
業を推進します。 

社会福祉協

議会 

継続

22 福祉サービスの利用

に係る苦情等への対

応 

本市が提供する福祉サービスについて
の苦情に適切に対応できるよう、市福祉
施設サービス苦情相談員の協力も得て利
用者の意向を把握し解決に努めます。ま
た、民間事業者が提供する障害福祉サー
ビス等についての苦情に対しては、必要
に応じて千葉県運営適正化委員会*等の関
係機関と連携し、速やかな解決を図りま
す。 

障害福祉課 継続

 

施策番号 26 

障がいのある人に

対する差別解消の

推進 など 

主に関連する施策
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②当事者参画の推進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

23 まちづくりへの参画

の促進 

障がいのある人やその家族、障がい者
支援事業所等の意見等を各種施策に的確
に反映させるため、市と関係者が協働で
計画の策定や進捗状況の把握に努め 
ます。 

障害福祉課 継続

24 投票しやすい環境の

整備 

期日前投票所及び各投票所に簡易スロ
ープ、点字器、点字氏名掲示、車いす、
老眼鏡、文鎮などを設置するとともに、
必要に応じて職員が代理投票（本人の意
思を 2 人の職員で確認した上で代筆す
る。）を行い、障がいのある有権者が投
票しやすい環境づくりを進めます。 

選挙管理委

員会 

継続

 

 

 

③障がい者虐待防止・差別解消の推進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

25 障がいのある人の虐

待防止等対策 

  

障がいのある人への虐待について、障
害者虐待防止センターにおいて、家庭等
における暴力対策ネットワーク会議に基
づいた対応や相談・支援により、虐待の
防止、早期発見・早期対応に努めます。 

障害福祉課

子育て支援課

継続

26 障がいのある人に対

する差別解消の推進 

障がいのある人への差別や合理的配慮*
の不提供について、相談・支援により、
差別の解消、合理的配慮の提供の推進を
図ります。 

障害福祉課 継続
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（４）交流や理解、意見交換が行える地域づくり 

【現状と課題】 

 

障がい児では、特別支援学校等に通うこどもの保護者同士

での交流の場が少ないことが課題です。 

 

アンケート結果を見ると、一般市民や中学生は障がい児者

との交流等は比較的積極的に行う傾向はあるものの、障がい

のある人の制度やマークの周知度は、一部を除き低くなって

います。そのため、障がいに関する周知が必要です。 

また、障がい児者を支援する団体や人に対しての理解も進

めることが必要です。 

 

【施策の方向】 

障がいの有無・年齢・性別・国籍などに関わらず、多様な人々がより積極的に交流する

ことで理解し合い、お互いが活発に意見交換をすることができる地域づくりを目指します。 

  

主に関連する施策

施策番号 27 

障がい理解の推進

など 

施策番号 28 

子育て親子のたま

り場事業 
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主な取り組み≫ 

①交流事業の推進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

27 障がい理解の推進 本市からの情報発信やイベントが、誰
にでもわかりやすく参加しやすいものに
なるよう、障がいに合わせた配慮につい
て関係各課に周知し、連携して取り組み
ます。 

障害福祉課 新規

28 子育て親子のたまり

場事業 

子育て親子が気軽に集い交流を図れる
ようにするため、児童館での活動の場を
充実させます。 
障がいがあるこどもがいる保護者が家

庭に引きこもりがちになる現状を踏ま
え、障がいの有無にかかわらず誰もが利
用できる環境づくりを推進します。 

子育て支援

課 

新規

29 地域交流の推進 白井市障害者支援センターにて開催す
る地域交流イベントについて周知や、公
共施設や行事等を活用し、市民との交流
や障がい理解を促進します。 
 

障害福祉課 新規

30 「ふれあい広場チャ

レンジパーソンスポ

ーツ」の推進 

他団体との共同で開催している「ふれ
あい広場チャレンジパーソンスポーツ」
への障がい当事者の参加を促進し、社会
参加の実現を図ります。 

障害福祉課 継続

31 支援者同士の交流・

意見交換の場づくり 

①幼稚園・保育園・こども園の職員
と、児童発達支援事業所の職員との意見
交換会を開催し、相互理解の促進・発達
支援の質の向上につなげます。 
②障害児通所事業所（児童発達支援・

放課後等デイサービス）の職員が交流す
る機会を提供し、相互理解の促進・発達
支援の質の向上につなげます。 

障害福祉課 新規

 

  



第４章 具体的な取り組みの内容（基本計画） 

45 

 

②当事者団体の育成支援 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

32 障がい児者団体の育

成・支援 

障害者地域活動支援センター、地域福
祉センターを中心として、障がい児者関
連団体の活動の場の提供や育成を図り、
当事者団体相互の連携の強化とネットワ
ークづくりを推進します。 
また、「自発的活動支援補助金*」等の

活用により、団体の活動を支援します。 

障害福祉課 修正

 

 

（５）福祉サービスの充実と福祉人材の確保 

【現状と課題】 

視覚障がいのある人の多様なニーズへの対応や音訳への

潜在的なニーズの把握も重要となっています。 

聴覚障がいのある人に向けて、通訳者の配置や、要約筆記

などの配慮が必要です。 

 

知的障がいのある人は、当事者及び保護者の高齢化が進

んでおり、将来的には当事者が一人で暮らしていくことのでき

る仕組みが必要です。グループホームの数が少ないのが現状

です。 

 

精神障がいのある人や家族は、世間から孤立して、家族だ

けで問題を抱えている人が多くいます。また、精神障がいの

ある人が気軽にいける場所があると良いと考えられます。 

 

障がいに支援が必要なこどもの児童発達支援、放課後等

デイサービスは、必要な支援を提供できる専門的な人材を備

えた事業所が、需要に対して不足しています。また、こどもに

必要なタイミングでの利用開始や支援内容に添って事業所を

選びにくい現状です。 

  

施策番号 10 

視覚障がいのある

人に配慮した情報

提供の充実(再掲）

主に関連する施策

施策番号 37 

地域生活支援事業

の推進 

施策番号 33 

指定障害福祉サー

ビスの推進 など

施策番号 36 

障害者地域活動支

援センターの充実
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【施策の方向】 

特別なニーズに対応できる体制のある障害福祉サービス事業所の充実に努めるととも

に、福祉サービスの質の向上を支援し、人材不足が深刻化している障害福祉サービスや、

障がいに関するボランティアなどに係る人材の確保を図ります。また、公共施設の最適配

置等を含め、各事業を定期的に見直すことにより、常にその時代のニーズに合った事業

展開を推進します。 

 

≪主な取り組み≫ 

①指定障害福祉サービス等の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

33 指定障害福祉サービ

スの推進 

障がいのある人の自立の支援・促進や
介護者・支援者の負担の軽減を図るた
め、障害者総合支援法に基づく指定障害
福祉サービスに属する各事業の推進を図
ります。 
また、県の指定障害福祉サービス事業

者等の指定等に関する市町村意見申出の
制度を利用し、本市のニーズを反映した
サービス提供の推進を図ります。 

障害福祉課 継続

34 補装具費の支給 身体上の障がいを補い、日常生活を容
易にする補装具の費用を給付し、自立生
活の支援・充実を図ります。 

障害福祉課 継続

35 地域生活支援拠点等

の機能の充実 

多様化・複合化する福祉問題を抱える
障がい者が地域で安心して暮らせるよ
う、地域生活支援拠点等に必要な、相
談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会
の場、専門的人材の確保・養成、地域の
体制づくりの各機能が発揮されるよう、
地域自立支援協議会*等での検討を行い、
機能の充実を図ります。 

障害福祉課 修正

９ 情報バリアフリーの

促進(再掲） 

情報コミュニケーション技術の急速な
進展に対応するため、各種講習会、講座
の開催などによる障がいのある人の技能
の向上と、障がいのない人との情報格差
の縮小を図ります。 

障害福祉課 修正

10 視覚障がいのある人

に配慮した情報提供

の充実(再掲） 

音訳ボランティア等が広報しろいなど
の発行物を音訳する活動を支援します。
また、音訳した CD を希望者に配付するほ
か、YouTube 等で配信し、誰でも自由に
試聴できる機会を提供します。 

秘書課 修正



第４章 具体的な取り組みの内容（基本計画） 

47 

 

 

②地域生活支援事業の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

36 障害者地域活動支援

センターの充実 

地域生活をしている障がいのある人
が、生き生きとした生活を送れるよう、
定期的な講座や障がいの有無によらない
多様な人々との交流・仲間づくりの場の
提供など、センター事業の充実に努め 
ます。 

障害福祉課 継続

37 地域生活支援事業の

推進 

地域で暮らす障がいのある人の自立・
日常生活の支援及び介護者の負担の軽減
のため、個々のニーズに合った移動支援
や意思疎通支援（手話通訳派遣）、日中
一時支援、日常生活用具給付などの地域
生活支援事業の推進を図ります。 

障害福祉課 継続

38 小児慢性特定疾患児

の日常生活用具の給

付 

小児慢性特定疾患児に特殊寝台等の日
常生活用具を給付することにより、日常
生活の便宜を図ります。 

障害福祉課 継続

39 コミュニケーション

の支援 

障がいのある人の外出機会を拡大する
ため、意思疎通支援事業を活用して、支
援員や手話通訳者等を派遣し、さまざま
な活動に参加する機会の提供を図り 
ます。 

障害福祉課 修正

 

③福祉人材の確保 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

40 福祉人材の確保のた

め、協議の場の設置 

  

福祉人材の確保を図るため、現状の状
況把握と情報交換を行うため、協議の場
を設けます。 

障害福祉課 新規

 

（６）保健・医療サービスの充実 

【現状と課題】 

幼児健康診査などにより障がい等の早期発見に努め、早期

対応・療育を、個々の障がい特性を考慮しつつ進めていくこ

とが必要です。また、生活習慣病をはじめとする疾病の予防

や早期発見、早期治療を行って、身体障がい等の発生予防・

重症化の予防に努めることが必要です。 

施策番号 41 

母子保健事業の推

進 など 

主に関連する施策
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【施策の方向】 

障がい等の早期発見・早期対応に努めるとともに、障がいの特性を踏まえ個別のニー

ズに対応できるよう、療育体制の整備に努めます。また、保健サービスの実施や、その結

果に応じた医療につなげる支援の実施を図ります。 

 

≪主な取り組み≫ 

① 早期発見、療育体制の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

41 母子保健事業の推進 新生児訪問、乳児育児相談、１歳６か
月及び３歳児健康診査の際に医師等によ
る内科診察・健康相談等を行い、疾病や
精神・運動発達の遅れを早期に発見し
て、事後指導・育児支援の充実を図り 
ます。 

健康課 継続

42 ライフサポートファ

イル*の活用 

障がいのある児童やその保護者が、年
代ごとや支援機関ごとの支援を一貫して
継続的に受けられるようにするため、関
係機関と連携を図り、ライフサポートフ
ァイルを配布します。 

障害福祉課 修正

43 発達に関する相談・

療育の実施 

心身の発達に心配のある児童の状況に
応じて、グループ療育、個別療育などを
行い、心身の発達を支援します。 

障害福祉課 継続

 

②保健サービスの実施 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

44 各種健（検）診事業

の実施 

障がいがあっても受診しやすい環境づ
くりを心がけ、各種がん検診及び特定健
康診査等を受診し、自らの健康管理に役
立てることができるようにします。 

健康課 

保険年金課

継続

45 歯科口腔保健の推進 

 

障がい者（児）の口腔機能を維持する
ため、歯科保健指導や歯科健康診査を実
施します。 

健康課 

障害福祉課

継続

46 感染症発生時の支援 

 

重大な感染症の発生時には、障がいの
ある人や障害福祉サービス等事業所に対
する必要な支援を迅速に行います。 

障害福祉課 継続
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③ 医療につなげる支援の実施 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

47 健康相談の実施 障がいのある人、難病患者およびその
家族を含む市民を対象に、健康相談を実
施し、必要に応じて適切な医療が受けら
れるよう支援します。 

健康課 継続

48 医療機関情報等の提

供 

市民が病院の場所や診療時間、休診
日、急病時の対応などを知り、安心して
生活を送れるよう、広報紙、ホームペー
ジ、市公式 LINE 等で医療機関等の情
報を提供します。 

健康課 継続

 

  



 

50 

２ 社会参加の支援・促進 

（１）障がい児の保育・教育の充実 

【現状と課題】 

放課後等デイサービスでは、必要な支援を提供できる専門

的な人材を備えた事業所が、需要に対して不足しています。 

 

あわせて、就労と、療育施設の利用・通学・通院とのスケジ

ュール調整が難しく、仕事と療育の両立が困難であるという

意見が多くあります。 

 

さらに、学校では支援学級、支援学校など就学先の相談、

高校の選び方、発達の悩みごとなどの相談への対応が必要で

す。 

 

 

【施策の方向】 

障がいの有無に関わらず、こどもが地域の中で暮らしながら、自分らしく暮らしていくこ

とができるよう、障がいの特性や状況に応じた療育・保育・教育体制の整備・充実に努め

ます。あわせて、発達に支援の必要なこどもの保護者が安心して就労等ができる体制を

作ることが必要です。 

 

 

≪主な取り組み≫ 

① 早期発見、療育体制の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

49 ライフサポートファイ

ルの活用（再掲）  

障がいのある児童やその保護者が、年
代ごとや支援機関ごとの支援を一貫して
継続的に受けられるようにするため、ラ
イフサポートファイルを配付します。 

障害福祉課 修正 

43 発達に関する相談・

療育の実施 

(再掲)  

心身の発達に心配のある児童の状況に
応じて、グループ療育、個別療育などを
行い、心身の発達を支援します。 

障害福祉課 継続

施策番号 33 

指定障害福祉サー

ビスの推進 

主に関連する施策

施策番号 50 

保育所等における

受入れの推進 

施策番号 51 

就学相談の充実

など 
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番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

50 保育所等における受

入れの推進 

保育所等における障がい児の入所受入
体制の充実に努め、一人ひとりの個性や
適性に応じた保育を行います。 
また、保護者の就労の有無に関わらず

障がい児が保育・幼児教育を受けられる
よう、児童発達支援事業所を併設した認
定こども園を整備します。 

保育課 修正

 

②学校教育（特別支援教育）の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

51 就学相談の充実 一人ひとりの障がい、能力、適性等に
応じた教育ができるよう、教育支援委員
会など相談体制の整備を図り、適切な就
学相談を行います。 

教育支援課 継続

52 通級による指導教室

（ことばの教室）の

充実 

言語に障がいのある児童が、障がいの
状態に応じて特別な指導を受けることが
できる通級による指導教室の充実を図る
とともに、他校に設置された通級による
指導教室に自家用車で通う児童の保護者
にガソリン代の補助を行います。 

教育支援課

学校政策課

継続

53 個別支援学級（特別

支援学級）の充実 

障害の種類や状態に応じた教育ができ
るよう、施設・設備の充実や学級 の開設
を図り、必要に応じて個別支援学級支援
スタッフを配置します。 

教育支援課

学校政策課

 

54 教職員の研修の充実 教職員の障がい理解を深めるため、研
修等の充実を図ります。 
また、個別支援学級（特別支援学級）

担任の各種研修を充実させ、担当教諭の
資質の向上に努めます。 

教育支援課 継続

55 学齢期のこどもの療

育の充実 

障がいのある小中高生に生活能力向上
のために必要な訓練等を行うため、放課
後等デイサービス事業所へ障害児通所給
付費の支給を行います。 

障害福祉課 修正

４ 相談体制継続のため

の整備 (再掲） 

利用者が障害福祉サービスや地域移
行・地域定着支援、障害児通所支援を適
切に利用できるよう、計画相談指定障害
児相談支援事業者の指定を進め、支援体
制の充実を図ります。 

障害福祉課 修正
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③インクルーシブな教育・保育の推進（交流学級、障がい理解の教育） 

番

号 

施策・事業  内容 所管課等 実施

区分

56 交流および共同学習

の充実 

各学校の計画に基づき、障がいのある
児童・生徒と障がいのない児童・生徒と
の交流および共同学習を推進します。 

教育支援課 継続

57 障がい理解の促進 小中学校において、障がい理解のた
め、ボランティア活動や福祉活動などの
充実を図るとともに、障がい理解の学習
や障がいのある人との交流及び共同学習
等を進めるなどの福祉教育を推進しま
す。 

教育支援課 継続

58 放課後児童クラブ

（学童保育）におけ

る受入体制の整備 

市内学童保育所において、障がいのあ
る児童の受入れを行います。 

保育課 継続

 

 

 

（２）就労の支援・促進 

【現状と課題】 

知的障がいや精神障がいのある人が働くためには、特に職

場の理解があることが重要です。 

 

また、就労移行支援から就労定着支援までをサポートする

仕組みが必要です。また、生活リズムを確立するため、自立訓

練（生活訓練）が重要です。 

 

【施策の方向】 

全ての障がいのある人が安心して働ける環境を作れるよう、関係機関と連携しながら

職場での理解を進めるとともに、就労支援や就労後の定着支援を推進します。また、障が

いのある人を雇用している事業者に対して積極的に情報提供等を行います。 

  

主に関連する施策

施策番号 59 
障がい者雇用への
理解の促進 など

施策番号 60 

連携の推進・強化

など 
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≪主な取り組み≫ 

①一般就労の推進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

59 障がい者雇用への理

解の促進 

  

市地域自立支援協議会に就労支援部会
において、事業者も参加して協議するこ
となどにより、障がい者雇用についての
事業者の理解促進を図ります。 

障害福祉課 修正

60 連携の推進・強化 

  

公共職業安定所（ハローワーク）や障
害者就業・生活支援センターとの連携を
推進・強化し、相談と情報提供など、適
切な対応を図ります。また、特別支援学
校、障害福祉サービス事業所、事業主等
の関係機関と連携することにより、横断
的に相談や指導の体制を支援します。 

障害福祉課

産業振興課

修正

61 一般就労の支援 

  

就労支援員を配置し、一般就労に向け
た相談に応じます。また、チャレンジド
オフィスで知的障がいや精神障がいのあ
る人を雇用し業務を行うことで一般就労
へ向けた支援を行うほか、特別支援学校
の生徒や障害者就労支援事業所へ通所す
る人に対し職場実習の機会を提供しま
す。 

障害福祉課 継続

62 公共機関における障

がい者雇用の推進 

  

市役所、図書館などの公共施設におい
て、障がいのある人の雇用を推進し、法
定雇用率以上の雇用に努めます。 

人事課 継続

 

②福祉的就労の推進（優先調達など） 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

63 就労継続支援事業の

利用促進 

  

福祉的就労の機会を拡大するため、市
福祉作業所における就労継続支援事業を
運営するとともに、市内外の就労継続支
援事業所の情報を積極的に提供し、利用
を促進します。 

障害福祉課 修正

64 「優先調達」の推進 

  

白井市障害者就労施設等からの物品等
の調達方針*の内容を、調達実績とともに
公表します。また、市の各課に市内就労
施設等が供給できる物品等について情報
提供し、物品等調達額の増加に努めま
す。 

障害福祉課 継続

  



 

54 

（３）各種活動の支援・促進 

【現状と課題】 

障がいのある人が、地域の中で全ての人とともに多様な活

動ができるよう、環境整備を図ることが求められています。 

 

また、活動の場所まで円滑に移動できるよう、移動手段の

確保が必要となっています。 

 

 

【施策の方向】 

障がいのある人の移動手段の確保を図るため、地域のニーズに合ったサービスを検討、

推進していくほか、気軽に利用できる地域公共交通を整備します。 

また、障がいのある人が気軽に参加できるよう、レクリエーション活動の充実、サークル

活動などの自主的な活動への支援を図ります。また、多様な人々が一緒に行う各種活動

についても支援します。 

あわせて、障がいのある人の家族への支援を実施します。 

 

 

≪主な取り組み≫ 

①移動手段の確保 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

65 外出支援対策の推進 

  

障がいのある人の外出機会を拡大する
ため、福祉タクシー事業や地域生活支援
事業の移動支援事業の推進のほか、福祉
車両の貸し出しや認定福祉ドライバーの
養成など、地域のニーズに合ったサービ
スの充実を図ります。 

障害福祉課

高齢者福祉

課 

修正

66 気軽に利用できる地

域公共交通の整備 

  

単独での外出はできるものの、自家用
車を自由に使うことができない人の外出
機会を確保するため、コミュニティバス
等の既存の公共交通機関や新たな移動手
段をそれぞれの特性を生かして組み合わ
せ、気軽に利用できる地域公共交通を整
備します。 

都市計画課 修正

 

  

施策番号 65 
外出支援対策の推
進 など 

主に関連する施策

施策番号 66 
気軽に利用できる
地域公共交通の整
備 など 
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②家族支援 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

15 家族への支援(再掲） 

  

障がいのある人の家族に対して、講演
会・研修会等を開催し、障がいの理解の
ための情報提供をすることで家族支援を
図ります。また、家族などの介護者が休
息（レスパイト）できる環境づくりのた
め、日中一時支援や短期入所などの周
知、普及に努めます。 

障害福祉課 新規

16 こどもの家族への支援

(再掲） 

ペアレント・プログラムを開催し、こ
どもへの関わり方や考え方を学ぶこと
で、育児負担の軽減を図ります。また、
こども・若者が、こどもとしての時間と
引き換えに家事や家族の世話などを日常
的に行うヤングケアラー問題の周知と支
援を行います。」 

障害福祉課 継続

58 放課後児童クラブ

（学童保育）におけ

る受入体制の整備 

   

市内学童保育所において、障がいのあ
る児童の受入れを行います。 

保育課 継続

 

（４）文化・芸術・スポーツの振興 

【現状と課題】 

障がいのある人が、文化・芸術・スポーツ活動をより積極的

に行えるよう、国では平成 30 年度に「障害者による文化芸

術活動の推進に関する法律」が制定され、障がいのある人自

身が、多様な文化・芸術・スポーツ活動を進めることが定めら

れました。 

そのため、障がいのある人が、文化・芸術・スポーツ活動を

進めることができるよう、環境整備を進めることが必要です。 

 

【施策の方向】 

障がいのある人も気軽に参加できるよう、文化芸術活動への参加を支援します。また、

学校卒業後のスポーツ活動の機会の拡充に努めます。 

  

施策番号 67 

スポーツ・文化・

芸術等活動の支

援・促進 など 

主に関連する施策
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≪主な取り組み≫ 

①スポーツ・文化・芸術活動への支援促進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

67 スポーツ・文化・芸

術等活動の支援・促

進 

   

障がいのある人も気軽に参加しやすい
行事、講座、教室や、指導者の育成、学
校体育施設の開放、団体活動への参加相
談を実施しスポーツ・文化・芸術・レク
リエーション活動を支援・促進し、社会
参加を図ります。 

障害福祉課

生涯学習課

継続

68 「ふれあい広場チャ

レンジパーソンスポ

ーツ*」の推進 

   

「ふれあい広場チャレンジパーソンス
ポーツ」への障がい当事者の参加を促進
し、社会参加の充実を図ります。 

障害福祉課 継続
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３ 快適で人にやさしいまちづくりの推進 

（１）福祉活動の促進 

【現状と課題】 

障がいのある人が、円滑な社会生活を過ごすために、障が

いのない人が、障がいのことなどについて知ったり学んだりす

る場が必要です。そのことにより、「知らない」から生じるトラ

ブル等を未然に防ぐことができるようになります。 

 

 

【施策の方向】 

障がいのある人への理解をさらに深めていくため、障がいや障がいのある人について

の正しい情報を提供するなどの広報・啓発活動の充実化を図ります。また、福祉意識の

普及や福祉活動への参加を促進し、支えあいの社会づくりを進めます。 

 

 

≪主な取り組み≫ 

①啓発活動の充実 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

69 理解の啓発推進 

  

障がい理解のための情報を、広報紙、
ホームページ等への掲載や講演会・研修
会等の開催、福祉サマースクールなどに
よって提供し、障がいについての知識の
普及啓発を推進します。 

障害福祉課

社会福祉協

議会 

継続

70 障害者週間行事の開

催 

障害者週間（12 月 3 日～9 日）に合わ
せて、障害者週間行事を開催します。 

障害福祉課 継続

71 職員等の研修機会の

充実 

  

職員及び教職員を対象とした、障がい
理解及び合理的配慮に関する研修の機会
を設け、その充実を図ります。 

人事課 

障害福祉課

教育支援課

継続

57 障がい理解の促進 

（再掲） 

小中学校において、障がい理解のた
め、ボランティア活動や福祉活動などの
充実を図るとともに、障がい理解の学習
や障がいのある人との交流及び共同学習
等を進めるなどの福祉教育を推進しま
す。 

教育支援課 継続

 

  

施策番号 69 

理解の啓発推進 

など 

主に関連する施策
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②ボランティア活動の促進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

72 ボランティアセンタ

ー活動の強化 

  

ボランティア活動や福祉ＮＰＯ活動を
支援するとともに、ボランティアを必要
とする人との間をつなぐボランティアセ
ンターの充実を図ります。 

社会福祉協

議会 

継続

73 ボランティアの育成 

  

ボランティアセンターなどにおいて障
がいのある人とのコミュニケーションの
方法、人権擁護意識についての学習等専
門的な研修等を行い、多様なニーズに対
応できるようボランティアの育成を図り
ます。また、組織的に活動しやすい環境
整備を進め、継続的な活動を促進しま
す。 

社会福祉協

議会 

障害福祉課

継続

74 ボランティア情報の

充実 

  

広報紙「社協しろい」やホームペー
ジ、ボランティアセンター情報紙で障が
い者ニーズ等の紹介を行い、住民啓発と
ボランティア登録者の増強を図ります。
また、手話・朗読等の障がい者関連の各
種講座の開催につき、広く情報提供を図
ります。 

社会福祉協

議会 

継続

75 地域ぐるみ福祉ネッ

トワーク事業の促進 

  

地区社会福祉協議会（市内９地区）に
よる「いきいきサロン」など、地域の特
性を活かした地域ぐるみ福祉ネットワー
クの促進を図ります。 

社会福祉協

議会 

継続

 

（２）バリアフリー、ユニバーサルデザインの推進 

【現状と課題】 

障がいのある人が安心して地域で活動できるようにするた

め、バリアフリー、ユニバーサルデザインを進めていくことが

必要です。 

 

【施策の方向】 

障がいがあっても気軽に外出でき、公共交通機関やさまざまな施設を不便なく利用で

きるよう、全ての人にやさしいまちづくりを目指すため、バリアフリー及びユニバーサルデ

ザインを推進します。 

  

施策番号 77 
公共施設のバリア
フリー、ユニバー
サルデザインの推
進 など 

主に関連する施策
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≪主な取り組み≫ 

①外出環境の整備  

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

76 都市公園の環境整備 

  

障がいのある人を含めた全ての利用者
が、安全で快適に利用できる都市公園の
環境整備を推進します。 

都市計画課 継続

77 公共施設のバリアフ

リー、ユニバーサル

デザインの推進 

  

身体障がい者等の自立と積極的な社会
参加を支援・促進するため、誰もが利用
する建築物において、高齢者、障害者等
の移動の円滑化の促進に関する法律（バ
リアフリー法）と千葉県福祉のまちづく
り条例に基づき身体障がい者等が安全に
安心して利用できるような整備を推進し
ます。 

公共施設マ

ネジメント

課 

教育総務課

継続

78 民間建築物における

福祉的配慮の推進 

  

千葉県福祉のまちづくり条例*の対象と
なる公益的施設等の新設や改修を行う場
合は、誰もが利用しやすい施設となるよ
うに配慮の協力をお願いするとともに、
県が実施する施策に協力していきます。 

建築宅地課 継続

79 交通安全施設等の整

備 

  

障がいのある人や高齢者が道路を安全
に通行できるよう、歩道の新設、視覚障
がい者誘導ブロックの敷設、歩道の段差
や勾配の改良、音響式信号機設置の要望
等を、関係機関と協力しながら計画的に
推進します。 

道路課 継続

80 路上放置物等障害物

の解消 

  

障がいのある人が歩道を安全に安心し
て通行できるよう、関係機関と協力して
不法占有物の撤去を行うとともに、歩行
空間の確保に努めます。 

道路課 継続

 

 

②住宅バリアフリーの推進 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

81 住宅増改築相談の実

施 

障がいのある人が生活しやすい住宅の
整備を進められるよう、住宅増改築相談
の充実と推進に努めます。 

建築宅地課 継続

82 住宅改造費助成制度

の推進 

  

障がいのある人が自宅で快適に生活で
きるよう、浴室、トイレ、廊下等の改造
に要する費用の一部を助成し、自立およ
び介助に適した環境の整備を支援し 
ます。 

障害福祉課 継続
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（３）防犯・防災等対策の推進 

【現状と課題】 

障がいのある人が犯罪に巻き込まれないよう、相談窓口の

充実や情報提供のための講座の開催などが求められていま

す。 

 

また、障がいのある人が災害時に安全かつ速やかに避難

し、避難先においても安心して生活できるよう適切な環境を

確保することが求められています。 

 

【施策の方向】 

障害のある人が安心して暮らすことができるよう、防犯体制の整備を進めます。また、

本市の地域防災計画等と連携し、障がいのある人が災害時においても安全に避難でき

るよう体制の充実を図ります。 

 

≪主な取り組み≫ 

 

①防犯対策 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

83 犯罪被害防止の普及 

  

防犯情報をホームページやメール等で
発信するほか、障がいのある人が犯罪被
害に遭わないための知識を習得できるよ
う、なるほど行政講座「防犯・交通安全
講話」を実施します。 

市民活動支

援課 

修正

 

 

②災害・緊急時対応 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

84 防災知識の普及 

  

障がいのある人及び支援者等の防災
に関する知識の普及を図るため、市広
報紙、防災講話等による啓発を行い 
ます。 

危機管理課 継続

85 避難行動要支援者支

援策の推進 

  

避難行動要支援者名簿の整備・項目
の加除を行い、避難支援等関係者と情
報共有を図ります。また、要支援者の
個別避難計画の策定を進めます。 

危機管理課 継続

施策番号 85 

避難行動要支援者

支援策の推進  

など 

主に関連する施策

施策番号 83 

犯罪被害防止の普

及 など 
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番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

86 災害時応援協定の推

進 

  

災害発生に必要となる福祉用具の確
保等について、関係機関とあらかじめ
供給協定の締結等を行い支援体制の整
備に努めます。 

危機管理課 

社会福祉課 

障害福祉課 

高齢者福祉課

修正

87 福祉避難所の体制整

備 

  

障がいがあり、一般の避難所では生
活が困難な人が安心して避難生活を送
れるよう、指定福祉避難所の体制整備
及び協定福祉避難所との連携を強化し
ます。 

危機管理課 

社会福祉課 

障害福祉課 

高齢者福祉課

修正

88 緊急時の体制の整備 

  

救急キット、ヘルプカード、ヘルプ
マーク、緊急通報装置の貸与やネット
119 の活用により緊急時の支援活動に
おける救援活動が円滑・迅速に実施で
きるよう、体制の整備に努めます。 

障害福祉課 

高齢者福祉課

修正

 

 

③消費生活相談の実施 

番

号 

施策・事業 内容 所管課等 実施

区分

89 消費生活相談等の実

施 

  

消費生活センターで、窓口での相談の
他、電話での相談も受け付ける消費生活
相談を継続し、障がいのある人も含めた
すべての市民の消費生活全般についての
相談や苦情を受け付け、解決を支援しま
す。また、広報紙、ホームページ、消費
者だより等で消費者被害の事例情報、悪
質商法の手口等に関する情報、訪問や勧
誘による販売やネットショッピング等の
留意点等の消費生活に関する情報提供を
行うほか、ニーズに沿った消費者講座等
を開催します。 

産業振興課 継続
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５章  計画の推進と進行管理  

１ 推進・進行管理 

（１）ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理 

計画の進行管理については、計画（Plan）を策定したあと、実行（Do）し、その成果を評

価（Check）して、必要に応じて活動の見直し（Act）をすることが必要で、これをＰＤＣＡ

サイクルと言います。 

本計画もこの考え方を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の推進体制 

① 計画の進捗状況の確認と評価 

計画の進捗状況については、白井市地域自立支援協議会または白井市障害者計画等

策定委員会において、毎年度、事業の進捗状況を報告し、確認・評価を受けることで計画

を実施していく上での課題等を検討します。 

また、評価結果を市のホームページに公表します。 

 

② 推進体制の充実 

本計画を推進するためには、庁内での連携の強化を図るとともに、障がいや障がい者

施策、課題等について、庁内各課の理解等をより進めていくことが必要です。 

また、障がい者が有する各種の課題のうち、障がい者施策だけでは解決できない問題

も増えています。そのため、庁内関係各課と連携して、複合的な課題に対する体制の充

実が必要です。 

白井市障害者計画を 

示します 

障害者計画に基づき 

実行に移します 

障害者計画の達成 

状況を評価します。 

評価結果をもとに 

改善策を検討します。 
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③ 関係機関との連携 

本計画を実施するに当たっては、社会福祉協議会や関係団体、事業者などとも連携し

ていくことが必要です。 

そのため、地域自立支援協議会の場などを活用しながら、関係機関との連携をより充

実を図ります。 

 

④ 障がい者の生活を支える専門人材の育成 

障害福祉サービスを円滑に実施するため、専門の人材の確保は非常に大切ですが、障

がい者関係をはじめとする福祉人材の確保が困難になっている例が多くなっています。

そのため、関係機関と連携しつつ、福祉の人材確保を図ることが必要です。 
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資料編  

１ 用語の説明 

【あ行】 

●アクセシビリティチェックツール 

・JIS 規格に基づき、ウェブアクセシビリティ対応の取組を支援するために、総務省が

開発し、提供するアクセシビリティ評価ツールです。 

 

●インクルーシブ教育システム 

・障がいの有無に関わらず、すべての子どもが地域の学校で共に学び合う教育の考え

方です。 

 

【か行】 

●基幹相談支援センター 

・地域における相談支援の中核的な役割を担うもので、相談支援事業、成年後見制度

利用支援事業及び障がいのある人に関わる相談支援を総合的に行うことを目的と

するものです。本市では令和７年４月に保健福祉センターの１階に開設されました。 

 

●高次脳機能障がい 

・疾病や事故による記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失

行、失認その他の認知機能の障がいとして政令で定めるものです。 

 

●合理的配慮 

・障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場

合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要か

つ合理的な対応をすることを言います。 

 

●こどもまんなか社会 

・こども基本法に基づくこども大綱の下、全てのこども・若者が、心身の状況、置かれて

いる環境等にかかわらず、ウェルビーイングで生活を送ることができる社会のこと。 

 

【さ行】 

●災害時応援協定 

・地震や台風等の大規模災害時に、自治体間で食料・資機材の供給、被災者支援、イ

ンフラ復旧などを相互に支援することを協定として結んだものです。 
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●自発的活動支援補助金 

・障がい者の自発的な取組を支援するため、障がい者等やその家族、地域住民等によ

る地域における自発的な取り組みに対し、補助金を交付します。 

 

●自立支援医療制度（精神通院） 

・通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい（てんかんを含む。）

を有する人が、入院しないで行われる一定の医療に対して公費負担をする制度です。 

 

●白井市障害者就労施設等からの物品等の調達方針 

・「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 」第９条

第１項に基づき、白井市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を策定した

計画です。 

 

●精神保健福祉士 

・精神保健福祉士法に基づく国家資格で、精神障がい者の社会復帰に関する相談援

助等を行うソーシャルワーカーのことです。 

 

●成年後見制度 

・障がいなどで判断力が十分でない人の権利と財産を守る制度です。２種類あり、す

でに能力が低下した人向けの「法定後見」と、今後の能力低下を見越して行う「任意

後見」の２種類があります。 

 

●小児慢性特定疾病医療費 

・国が指定する慢性疾病を有する主に 18 歳未満の児童を対象として、医療費の自己

負担分の一部を助成する制度です。 

 

【た行】 

●地域自立支援協議会 

・障がい者の地域における自立生活を支援していくため、関係機関・団体、障がい者・

その家族、事業者などが、地域の課題を共有し、地域の支援体制の整備について協

議を行う場で、白井市が設置します。 
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●地域生活支援拠点 

・障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築する拠点です。本市

では、相談、緊急時の受け入れ対応、体験の場、機会、専門的人材の確保・養成等の

４つの機能を担っています。 

 

●千葉県運営適正化委員会 

・福祉サービスの苦情解決のため、千葉県が運営する委員会で、運営の適正化、運営

監視、苦情解決のためのあっせんを行う機関です。 

 

●千葉県福祉のまちづくり条例 

・千葉県にて、平成８年度に高齢者、障がい者等が安心して生活し、自らの意思で自

由に行動し、及び平等に参加することができる社会を構築するため、必要な事項をま

とめたものです。 

 

● DAISY 

・視覚障がいで普通の印刷物を読むことが困難な人々のための電子書籍の国際標準

規格として、50 カ国以上の会員団体で構成するデイジーコンソーシアムにより開発

と維持が行なわれている情報システムです。 

 

●特定医療費（指定難病） 

・国が指定した疾病の治療において、難病指定医の診断を受け、重症度分類などを満

たした患者の医療費自己負担を軽減する制度です。 

 

【な行】 

 

【は行】 

●千葉県発達障害者支援センターCAS 

・千葉県が設置した施設で、発達障がいの人に対する支援体制の構築に向けて、関係

機関との連携し、個別の相談対応、関係機関へのコンサルテーション、普及啓発研修

等を行っています。 

 

●ピアサポート 

・障がいについて、同じような経験や立場を持つ仲間（Peer）同士が話を聞いたりして

支え合う活動です。 
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●福祉避難所 

・障がい者など、一般の避難所生活が困難な「災害時に配慮が必要な人」のために、バ

リアフリー対応やケア体制を整えた避難所で、多くは二次避難所になります。 

 

●ふれあい広場チャレンジパーソンスポーツ 

・障がいのある人もない人も、軽スポーツやレクリエーションを通して交流できるイベ

ントです。 

 

●ペアレント・プログラム 

・発達の気になる子どもの保護者などが、日常生活での関わり方やコミュニケーション

を学ぶことができるプログラムです。 

【ま行】 

 

【や行】 

●ヤングケアラー 

・子どもが家族の介護、幼いきょうだいの世話などを日常的に行うことで、自身の時間

が制限され、やりたいことができなくなっている 18 歳未満の子どもを示します。 

 

【ら行】 

●ライフサポートファイル 

・特別な支援を必要とする方々のサポートをするために作られたもので、成長の様子

や、今まで受けてきた支援の内容をつづることができるもので、今までの経過がわか

りやすくまとまったものです。 

 

●療育施設 

・障がいのある子どもが、発達の状態や特性に応じて支援を実施する施設の総称です。 

 

【わ行】 
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２ 白井市附属機関条例 

平成24年12月28日 

条例第24号 

最終改正 令和７年４月１日 

 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるもののほか、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

(設置) 

第２条 市長及び教育委員会に別表に掲げる附属機関を置き、当該附属機関において担任する事務、組

織、委員の構成、定数及び任期は、同表に掲げるとおりとする。 

(会長及び副会長) 

第３条 会長又は委員長(以下「会長」という。)及び副会長又は副委員長(以下「副会長」という。)は、委

員の互選により定める。 

2 会長は、当該附属機関の事務を総理し、当該附属機関を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 副会長を置かない附属機関にあっては、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名する者がその職務を代理する。 

(委員の委嘱等) 

第４条 委員は、市長(教育委員会の所管に属する附属機関にあっては、教育委員会。以下同じ。)が委嘱

又は任命する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員を辞したものとみなす。 

(専門委員等) 

第５条 前条の委員のほか、附属機関に専門委員、臨時委員その他これらに準ずる委員(以下「専門委員

等」という。)を置くことができる。 

２ 専門委員等は、市長が委嘱又は任命する。 

３ 専門委員等は、その任務が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。 

(会議) 

第６条 附属機関の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会議は、委員(臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

(参考意見等の聴取) 

第７条 附属機関は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は

必要な資料の提出を求めることができる。 

(白井市情報公開・個人情報保護審査会の特例) 

第８条 白井市情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)は、審査請求に

係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(白井市情報公開条例(平

成 11 年条例第２号)第２条第１号に規定する実施機関及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令
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和４年条例第 19 号)第２条第１項に規定する実施機関をいい、白井市議会の個人情報の保護に関する

条例(令和５年条例第９号)第 46 条第１項の規定により諮問をした議会の議長を含む。次項において同

じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る情報(白井市情報公開条例第２条第２号に規定する情報をい

う。以下この項において同じ。)又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第

57 号)第 60 条第１項に規定する保有個人情報及び白井市議会の個人情報の保護に関する条例第２条

第４項に規定する保有個人情報をいう。以下この項において同じ。)の提示を求めることができる。この

場合において、何人も、提示された情報の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあった場合には、これを拒んではならな

い。 

３ 審査会は、審査請求に係る事件に関し、必要な調査をすることができる。 

４ 審査会の委員及び当該審査会の専門委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

(白井市交通安全対策会議の特例) 

第９条 第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、白井市交通安全対策会議の会長は、市長をもって充てる。 

(白井市都市計画審議会の特例) 

第 10 条 第３条第１項の規定にかかわらず、白井市都市計画審議会(以下この条において「審議会」とい

う。)の会長は、学識経験を有する者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によって定める。 

２ 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。 

３ 部会に属すべき委員及び専門委員等は、会長が指名する。 

４ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

５ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

６ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する者がその職務を

代理する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

８ 第６条及び第７条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第６条第１項中「附属

機関」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、同条第２項中「委員(臨時委員を含む。次項

において同じ。)」とあるのは「部会に属する委員及び臨時委員」と、同条第３項中「委員」とあるのは「委

員及び臨時委員」と、第７条中「附属機関」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、市長又は教育

委員会が別に定める。 

(白井市情報公開・個人情報保護審査会委員等の罰則) 

第 12 条 第８条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰

金に処する。 

附則 

略 
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別表(第２条関係) 

行 

機関 

附 属 機

関 

担任する事務 組織 委員の構成 定数 任期 

市長 略      

白 井 市

障 害 者

計 画 等

策 定 委

員会 

障害者基本法(昭和 45 年法律

第 84 号)第 11 条第３項の規定

に基づく白井市障害者計画及び

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法

律(平成 17 年法律第 123 号)第

88 条第１項の規定に基づく白井

市障害福祉計画の策定に関する

事項について調査審議するこ

と。 

委員長 

副委員長

委員 

(１) 学識経験

を有する者 

(２)  民生委

員・児童委員 

(３)  公共的

団体等の代表

者 

(４)  障害者

団体の代表者 

(５) 市民 

15 人 

以内 

策定 

する 

まで 

略      

 

 

 

３ 白井市障害者計画等策定委員会委員名簿 

任期：令和６年１１月１５日から令和８年３月３１日まで 

 

附属機関条例における 
選出区分 氏名(敬称略) 所属・職名 

障害者団体の代表者 

吉武 律子 白井市手をつなぐ育成会 

髙栁  照夫 白井市身体障害者友の会「にこにこ」 

平野 順子 白井市聴覚障害者協会 

黒澤 秀康 白井市視覚障害者白井あゆみの会 

田中 京子 しらゆりの会 

原田 宏子 いちごの会 

学識経験者 合﨑 京子 麗澤大学国際学部准教授 

民生委員・児童委員 福岡 幸子 白井市民生委員児童委員連絡協議会 

公共的団体等の代表者 

松本 千代子 白井市社会福祉協議会 

入江 富士子 白井市ボランティア連絡協議会 

鈴木 一基 白井市地域自立支援協議会 

飯ケ谷 徹平 白井市障害者支援センター指定管理者 

市 民 

大森 祥弘 

（公 募） 中込  徹

宮﨑 拓馬 
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４ 白井市障害者計画等策定検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 白井市障害者計画及び障害福祉計画（以下「計画」という。）の策定に当たり、庁内の関係課の職

員により必要な事項の調査及び検討を行うため、白井市障害者計画等策定検討委員会（以下「検討委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 計画の基本方針に関すること。 

(2) 計画の案に関すること。 

(3) その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は、別表に掲げる職員をもって組織する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。  

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第５条 検討委員会は、委員長が招集し、これを主宰する。 

２ 委員長は、必要があると認められるときは、別表に掲げる職員以外の職員に対し、出席を求めることが

できる。 

（庶務） 

第６条 検討委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。この要綱は、

令和７年７月４日から施行する。 
 

別 表（第３条関係） 

白井市障害者計画策定検討委員会 

課名 

公共施設マネジメント課 

危機管理課 

市民活動支援課 

社会福祉課 

子育て支援課 

保育課 

健康課 

都市計画課 

教育支援課 

生涯学習課 
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５ 策定経過 

 

年 月 日 事 項 内 容 

令和６年 11月 15日 第 １回策定委員会 

・委嘱状交付 

・委員長・副委員長選出 

・白井市障害者計画の策定に係る方針につい

て 

・現行計画の進捗状況について 

・基礎調査の実施方針案について 

令和６年 12月23日～ 

１月17日 
「障害者計画の改定等に向けたアンケート調査」実施 

3月19日～ 

7月23日 
「計画策定及び見直しに向けた団体、事業所ヒアリング調査」実施 

令和７年 ３月26日 第 ２回策定委員会 

・基礎調査（アンケート調査）の結果について

（速報） 

・基礎調査（ヒアリング調査）の進捗状況につい

て 

令和７年 ５月28日 第３回策定委員会 

・現行計画（障害者計画）の進行管理について 

・基礎調査の結果について 

・課題抽出と整理について 

令和７年 ８月８日 第 ４回策定委員会 

・障害者計画の案について(第１章・第2章) 

・施策体系（施策案）について（第3章） 

令和７年 ９月２９日 第５回策定委員会 

・「第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計

画」進行管理について 

・「白井市障害者計画」素案について 

令和７年 11月17日 第6回策定委員会 
・「白井市障害者計画」素案について 

・パブリック・コメントの実施等について 

令和７年 12月5日～ 

令和8年1月4日 
パブリックコメントの実施 

令和8年 2月20日 第7回策定委員会 
・パブリック・コメントの結果報告 

・計画案の決定について 
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